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       午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１３名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和５年第２回美幌町議会定例会第１４

日目の会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１２番松浦和浩さん、１３

番馬場博美さんを指名します。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。朗読

については、省略させていただきます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、木村議員、所用のため、本日欠席

の旨、届出がありました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第２ 議案第１０号から 

      議案第２０号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１０号美幌町基金条例の一部を改正する条

例制定についてから議案第２０号令和５年

度美幌町病院事業会計予算についてまでの

１１件を議題といたします。 

 第１３日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第１３号令和５年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 第１３日目に引き続き、担当部局ごと、

事項別明細書の款及び項ごとに進めたいと

思います。 

 ２款総務費のうち、５項統計調査費、２

目地籍調査費、１０８ページから１０９ペ

ージまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、２款総務費を終わります。 

 次に、８款土木費、１項土木管理費、１

６８ページから１６９ページまでの質疑を

許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１項土木管理費を終わります。 

 次に、２項道路橋梁費、１６８ページか

ら１７３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、２項道路橋梁費を終わります。 

 次に、３項河川費、１７２ページから１

７３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、３項河川費を終わります。 

 次に、４項都市計画費、１７２ページか

ら１７５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、４項都市計画費を終わります。 

 次に、５項住宅費、１７４ページから１

７９ページまでの質疑を許します。 

 ８番岡本美代子さん。 
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○８番（岡本美代子君） 土木住宅費、住

宅総務費の中の住宅リフォーム促進補助金

３,４６０万円、住宅耐震改修補助金９０万

３,０００円。これは、制度の見直しによ

り、１度目の補助金交付後５年を経過した

場合、再度交付可能になるとの説明でした

が、申込み多数により予算が不足した場合

の考え方と、住宅耐震改修補助金における

過去３年間の実績及び住宅リフォーム促進

補助金の併用について、可能かどうかお知

らせください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） お答え申し上

げます。 

 まず、住宅リフォーム補助事業について

でございますけれども、当該事業は平成２

３年度より実施しておりまして、令和５年

度で１３年目を迎えます。 

 このたび、これまでに制度を御利用され

た方及び施工に携わった事業者の方々から

アンケートで寄せられた御要望を踏まえま

して、補助対象工事費の下限額の緩和、補

助対象工事の拡充及び制度の再利用につい

て見直しを行おうとしております。 

 補助対象住宅、補助対象者、補助金の額

（補助対象工事費の２０％で補助金の上限

額は５０万円）、これらの制度の基本的な

枠組みは変更してございませんが、今回の

変更内容及び過去５年間の事業実績を別紙

にお示しいたします。別紙につきまして

は、後ほど御説明申し上げます。 

 また、今回の制度の見直しによりまし

て、どのような申請動向となるかは不透明

な部分がございますが、現時点では現計予

算の範囲内で事業を実施していく考えでご

ざいまして、今後、予算消化の状況を見極

めながら対応を検討してまいりたいと考え

てございます。 

 次のページを御覧いただきたいと思いま

す。 

 まず初めに、今回の制度の変更点につい

てでございますけれども、大きく３点ござ

います。 

 まず１点目は、補助対象工事費の引下げ

でございます。 

 これまで５０万円以上の工事でなけれ

ば、補助事業の対象となりませんでしたけ

れども、これを３０万円に引下げを行いま

して、比較的少額の工事でも申請ができる

ように配慮をしたものでございます。 

 ２点目につきましては、補助対象工事の

拡充でございます。４項目ございますけれ

ども、これまで補助対象外であったもの

を、工事の実情を踏まえた整理を行い、補

助対象工事に追加してございます。 

 ３点目は、制度の再利用でございます。 

 これまでは１度しか制度を利用できませ

んでしたが、最後の利用から５年を経過し

た場合、再度制度を利用することが可能と

なるよう見直しております。令和５年度に

制度を再利用したいという場合は、平成３

０年度までに１回制度を利用した方が対象

となります。 

 続きまして、下の表となります。 

 過去５年間の実績でございます。 

 実施件数は４４８件、工事契約額は９億

９,８２７万９,０００円、交付補助金は１

億４,５０６万５,０００円となっておりま

す。５年間におけます１件当たりの平均額

につきましては、工事費で２２２万８,００

０円、補助金で３２万４,０００円となって

ございます。 

 御承知のとおり、昨今、資材価格の高騰

で住宅投資への落ち込みが懸念されている

ところでございますけれども、当該制度が

リフォーム工事実施への決断の一助になる

ことを期待してございます。 

 次に、住宅耐震改修補助事業についてで

ございます。 

 この事業につきましては、これまでに事

業実績はございませんが、令和５年度より

耐震診断費用及び耐震設計費用の補助対象

化並びに耐震改修補助額の増額を行い、今

後、一層の制度周知に努め、住宅耐震化の
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促進を図ってまいりたいと考えてございま

す。 

 なお、住宅リフォーム補助と住宅耐震改

修補助事業の併用は可能となってございま

す。 

 耐震診断費用につきましては補助額の上

限を９万円、耐震設計費用につきましては

補助額の上限を１０万円、耐震改修費用に

つきましては補助額の上限を３０万円から

７１万３,０００円へ増額したいと考えてご

ざいます。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 何点かお聞きし

ます。 

 先ほどの説明で１３年経過したと聞いて

いますけれども、最初のうちは本当に人気

があって、殺到して、３月中でしたか、申

込みがなかなか取れない状態でした。だん

だん融通が利くと言ったらおかしいです

が、手挙げは途中でもいいですよと、同じ

補助率でもだんだん使い勝手がよくなって

きたと感じていました。 

 ですから、住宅の改修というのは、やは

りタイミングがあって、娘のところに行く

とか、それともこの家を直して住もうと

か、暖かくしようとか、そういう話も聞き

ます。 

 それで、何点かお聞きしたいことは、予

算は先ほど説明いただきましたけれども、

取りあえず予算内の出発だということで、

タイミングを考えて引っ越して来る方や何

かがいたら、その時に取り組むということ

は継続していただきたいと思います。ま

た、古い住宅でも住もうと思ったら耐震化

はありませんと言いましたけれども、やは

り耐震化に対する耐震の診断とか、そうい

う費用とかで９万円、設計で１０万円とい

う補助があるということです。例えば、総

額でどのぐらいかかっての９万円とか１０

万円なのかという不安もあるのではないか

なと思います。その９万円、１０万円の補

助がどの程度の補助なのか、何分の１と

か、そういうことをお聞きしたいと思いま

す。その点をよろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 初めに、住宅

リフォームの申請に関してですけれども、

予算があります限り、随時申込みを受け付

けているという状況でございます。 

 次に、耐震診断、それから設計に関して

ですけれども、先ほど御説明申し上げまし

たとおり、これまでは対象外でございまし

た。 

 耐震診断につきましては、補助対象経費

の３分の２で上限が９万円、耐震設計につ

きましても、同じく補助率は対象経費の３

分の２、上限は１０万円ということにして

おります。 

 詳細な数字は持ち合わせてございません

けれども、どちらの業務も数十万円程度は

かかると聞いております。 

 ちなみに、一般に言われておりますの

は、住宅を耐震改修した場合は、およそ１

５０万円から２００万円程度かかると言わ

れております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） やはり１５０万

円とか２００万円かかってしまうというこ

とでした。 

 例えば、私が住宅リフォームをしたとき

に、壁を剝がして大工さんが見て、そこに

筋かいを入れると。それだけでも大分違う

のではないかと思うのですけれども、そう

いうことも今後考えていかなければいけな

いのではないかと思います。 

 昭和５６年以前の建物は耐震化されてい

ないということですね。この辺でも大きな

地震が予想されますので、そういう耐震化

と考えてしまうと、なかなか取り組むとこ

ろがないのではないかと思います。今後、
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住宅リフォームを続けていくのでしたら、

やはり、そういう簡単な耐震というものも

組み入れていったほうがより現実的ではな

いかと私は考えます。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 先ほど御説明

申し上げましたが、この事業はこれまでに

実績がないということですけれども、補足

させていただきますと、この辺は地震が少

ない地域性もあろうかと考えております。 

 ただ、２月２５日ですか、釧路沖を震源

とします震度３の地震が美幌でも起きてお

りますので、地震が少ないからといって安

心もできない地域なのかなと感じておりま

す。 

 あと、先ほど御説明しました費用の問題

ですが、これも大きい要素の一つとなって

いると思われます。 

 また、昭和５６年６月以前に建設された

いわゆる旧耐震の住宅、これにつきまして

は、もう既に築４０年を経過しているとい

うことで、物によっては、今まであまり手

を加えてこなかった建物については、内外

装の劣化も結構進んでいるのかなという状

況です。ですが、先ほどお話ししたとお

り、地震が少ない地域性からか、皆さんど

ちらかというとそういった見える部分の修

繕、あるいは住宅設備機器の修繕、こうい

ったものに目が行きやすいのかなというこ

とで、その証拠に、住宅リフォーム制度、

補助制度がある程度堅調な実績で来ている

と考えてございます。ただ、今後、先ほど

おっしゃった壁を剝がしてリフォームをす

る場合、筋かいか何かを入れて建物を強く

しませんかということも積極的にＰＲして

進めていきたいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書の１７７ペ

ージ、住宅建設費のうち、旭団地７号棟建

設実施設計業務委託料５５６万７,０００円

についてお伺いいたします。当該事業の内

容の詳細について御説明願います。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 御説明申し上

げます。 

 旭団地７号棟建設実施設計業務委託５５

６万７,０００円でございますけれども、ま

ず、建て替え事業の概要について御説明申

上げます。 

 令和４年度に策定いたしました美幌町公

営住宅等長寿命化計画に基づきまして、順

次、建て替えを進めてまいる予定でござい

ます。 

 当該計画におけます最初の建て替え団地

は仲町団地でございますけれども、工事に

際しまして、現在の入居者の方々の移転先

の確保が必要でありますことから、先行い

たしまして、旭団地に７号棟を整備する予

定でございます。 

 なお、旭団地７号棟への仮住まいと申し

ますか、転居可能時期につきましては、令

和８年度末から令和９年度当初の見通しと

なってございます。 

 次に、予算として計上いたしております

実施設計の業務の概要についてでございま

すけれども、建設場所は旭団地旧パークゴ

ルフ場で、１棟３０戸、鉄筋コンクリート

造３階建てを予定してございます。 

 委託業務につきましては、建設、建物設

計をはじめ、敷地測量、外構設計等の関連

業務を含んでございます。 

 予算額についてでございますけれども、

令和５年度に計上してございます５５６万

７,０００円のほかに、債務負担行為で３,

１５４万７,０００円、合計で３,７１１万

４,０００円の予算となってございまして、

令和５年度から令和６年度の実施を想定し

てございます。 

 内容につきましては、令和５年度は測量

業務、令和６年度は建物設計、外構設計を

想定しており、業務の完了は令和６年９月

を予定してございます。 
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 次に、事業のスケジュールでございます

けれども、令和５年度から令和６年度にか

けまして、旭団地７号棟の実施設計、令和

７年度から令和８年度に、旭団地７号棟３

０戸の建設工事、令和８年度から令和９年

度に仲町団地の基本設計と実施設計、令和

１０年度から令和１１年度に、仲町団地の

１号棟１５戸を建設、令和１２年度から令

和１３年度に仲町団地２号棟１５戸の建設

を予定してございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 実施設計の委託料

につきましては理解しました。 

 イメージが湧かないのですけれども、仲

町団地に現在入っている方が、建て替えの

ときにどうしても出ていただく必要がある

から建てる、それが３０戸分であると。 

 まず、そこで、現在入居している人たち

が、それで全部移動できるのかどうか疑問

が残るのが１点です。 

 あとは、建てた後、仮住まいということ

ですから、また仲町団地に移動してくると

いう形になると思うのですが、移動した後

に、今度は新しく建てた旭団地、これが空

になるわけです。その後、また公営住宅と

して使うのか、その辺のイメージが湧かな

いので、その辺の説明をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） お答えいたし

ます。 

 ２月１６日現在の仲町団地の入居戸数で

すが、５６戸ございます。全体８０戸のう

ちの５６戸は入居している状況でございま

す。 

 仲町団地は４棟ございますが、一斉に解

体するものではございませんので、最初、

敷地内の南側の並びの２号棟、３号棟を壊

しまして、その方たちに旭団地に仮住まい

をしていただくというような考え方でござ

います。 

 以降、順次、北側の並びの東の１号棟

と、それから同じく北側の並びの西側の４

号棟を順次、解体していくということにな

っております。 

 それから、２点目の仮住まいした後、そ

の後に空くのではないかというお話なので

すけれども、今申し上げましたように、順

次、ローテーションをして、その建物を使

っていただくということになります。以

降、仲町団地の後も美園団地ですとか、三

橋南団地ですとかの建設も、一応、計画の

中では予定されておりますので、そういっ

た方々の仮住まい先にもまた使っていただ

きたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 分かりました。 

 令和１３年度までの予定には、仲町の１

号棟と４号棟の計画が入っていませんの

で、多分、それ以降なのかなという話と、

仮住まいとはいえ、今後、普通の入居施設

として使えるように建てると思うのです。 

 そうしたら、美園だ何だかんだが終われ

ば、結局、空いてしまうと思うのですけれ

ども、その後は最終的には公営住宅として

使うということでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） もちろん公営

住宅ということで整備をいたしますので、

建替え事業が続いている間は仮住まい先と

しても使用しながら、時期を見まして、一

般の申込みの方にも使っていただくという

ことで考えてございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番古館繁夫さん。 

○１０番（古館繁夫君） 今、建て替えの

場所の話がありましたが、パークゴルフ

場、ましてや旧パークゴルフ場と書いてあ
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るのですけれども、たしか記憶では、地域

の方々から要望並びにパークゴルフ場をつ

くってくれということであの公住をつくっ

たときにつくったのではないか。 

 その辺のいきさつだとか、楽しみにして

いる人たちからの理解だとか何かあれば、

お話をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） お尋ねの件で

ございますけれども、おっしゃるとおり、

地域からの要望ということで当初は整備を

させていただきました。 

 それが平成３０年いっぱいで、自治会か

ら、もうこれ以上は維持管理していくのも

大変だということで、廃止をしたいのだと

いう申出がございました。そのため、現在

はパークゴルフ場として供用はしておりま

せんので、旧パークゴルフ場と表現させて

いただいております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 同じ項目ですが、

今、仲町公住に住まわれている方が、新設

で旭公住に仮住まいとして住まわれると。

また、旭公住から仲町に戻られるという方

の引越し費用というのは、どうなっている

のかだけ、お尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） 引越しされる

方の引越し費用につきましては、事業のほ

うで対応させていただきたいと考えてござ

います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 同じくこの７号棟

の建設なのですが、今現在、旭団地の公住

は、建設から約２０年たったとはいえ、い

まだに人気がある場所で、その人気のある

理由というのは、やはり独り暮らしの方だ

ったり、高齢の方ですとか、障がいを持っ

ていらっしゃる方に非常に優しいつくりで

あるということだと、住んでいる方からも

聞いている次第であります。 

 旭団地ができてから２０年たったという

ことで、これから実施設計が始まると思う

のですが、特にそういうバリアフリーを強

化して、このようなコンセプトで建てたい

のだというものがもしお有りでしたら、お

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（宮田英和君） お答え申し上

げます。 

 お尋ねの件でございますけれども、今の

旭団地が整備されたときからすると、整備

基準も変更になっている部分がございま

す。 

 バリアフリーに関しては、大きく変更し

ているという部分はございませんけれど

も、省エネルギー関係という部分で、建物

の断熱性能の基準が厳しくなってございま

す。 

 それから、再生可能エネルギーの活用と

いうことで、公営住宅にも太陽光パネルを

つけて発電をしなさいとか、そういった基

準が付加されてございますので、今回の設

計業務に当たりましては、それらの対応を

しっかり考えてやっていきたいと考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、８款土木

費を終わります。 

 次に、９款消防費、１８０ページから１

８１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、９款消防費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 説明員が入り次第、開会いたします。 
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午前１０時２９分 休憩 

─────────────────── 

午前１０時３０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和５年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、１０款教育費、１項教育総務費、

１８２ページから１８７ページまでの質疑

を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書１８５ペー

ジ、教育振興費のうち、美幌高等学校教育

支援事業補助金１,３７７万６,０００円に

ついてお伺いいたします。 

 寄宿舎寮の男女別の入寮状況及び生徒の

下宿状況等について御説明をお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌高等

学校教育支援事業補助金の男女別の入寮状

況等についての御質問でありますけれど

も、別紙に詳細を記載しておりますので、

別紙の８ページを御覧いただきたいと思い

ます。 

 寄宿舎寮の男女別の入寮状況及び生徒の

下宿状況等についてでありますけれども、

男女別の入寮状況につきましては、現時点

での令和５年度の入寮予定としまして、記

載の表のとおり、男子が１１人、女子が３

人の合計１４人となっております。 

 次に、生徒の下宿状況でありますけれど

も、町内の下宿は１か所のみであり、令和

４年度は女子１人がこの下宿を利用してお

ります。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） これは寄宿舎寮を

改修して、１階が男子寮、２階が女性の部

分ということで、確か１階は８人分のスペ

ースしかなかったと思うのですが、これを

見ますと、男子の合計が１１名ということ

で、これの対応はどうされるのかが気にな

りますので、説明を願います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 改修後の

寮につきましては、１階が男子、２階が女

子となっております。 

 １階につきましては７部屋ありまして、

７部屋を２名ずつで利用いただく予定にな

っておりますので、１４人まで入れるよう

になっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） 戸澤議員と同じ１

８５ページ、同じ箇所なのですけれども、

この事業の詳細について、過去５年間の支

援事業実績について説明をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 補助金の

事業内容でありますけれども、このページ

の中段以降になります。 

 まず、補助金の補助内容としましては、

一つ目として、美幌高校の寄宿舎、報徳寮

に入寮している生徒の生活支援と生徒への

寮確保、二つ目として、道内外における生

徒募集のためのＰＲ活動、三つ目として、

進路実現のための学習環境及び学力向上支

援、四つ目として、美幌高校の魅力づくり

とＰＲにつながる活動支援、五つ目とし

て、生徒下宿費支援、六つ目として、農業

科実習服に係る支援であり、以上の６項目

を目的として補助しているものです。 

 続いて、補助の内訳になります。 

 まず、（１）寄宿舎（報徳寮）寮費及び

運営事業補助４５０万円です。 

 これは、報徳寮に入寮している生徒の生

活支援と生徒の寮確保のためのものであ

り、詳細としまして、一つは入寮者、保護

者への生活支援を目的として、補助により

寮費を減額するものと、もう一つは入寮者
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の寮費から運営費、食費を除いた不足額を

補助するもの。この二つから補助額を積算

しております。 

 令和５年度の予算額としましては、入寮

者は１５人を見込んでおり、寮費の補助分

として１７８万円と、運営費の補助分とし

て２７２万円の合計４５０万円としており

ます。 

 次に、９ページになりますけれども、

（２）生徒募集推進事業補助６２万１,００

０円です。 

 これは、道内外における生徒募集ＰＲ活

動のための補助で、学校紹介ポスターや学

校案内パンフレットの作成、広告の掲載費

やＰＲ写真の作成費への補助になっており

ます。 

 次に、（３）進路実現のための学習環境

及び学力向上支援３６４万５,０００円で

す。 

 内訳ですけれども、①の学習環境整備

（オンライン学習利用料）につきまして

は、生徒の在宅学習支援として、オンライ

ン授業であるスタディサプリの利用料を補

助するものです。 

 令和４年度までは１年生と普通科の特進

コースの生徒を対象に補助しておりました

が、令和５年度からは全生徒を対象へ拡充

いたします。 

 次に、②の模擬試験・検定試験費用補助

です。 

 これは新規の補助になりますが、生徒は

進学や就職の進路実現に向けて、様々な模

擬試験や検定試験を受験しているため、全

生徒必修の模擬試験や数学検定、英語検

定、また簿記や農業技術検定等の費用につ

いて、生徒１人当たり年間１万円を上限に

支援するものです。 

 次に、（４）魅力発信事業補助３６２万

円です。 

 これは美幌高校の魅力づくりやＰＲにつ

ながる活動への支援となります。 

 ①の商品開発等事業では、町内小中学生

の食育活動費や美高アイスクリームの商品

改良費などで５０万円を。 

 ②の地域みらい留学参加経費では、地域

みらい留学参加料と東京都で開催の対面式

合同学校説明会の旅費として１５３万円

を。 

 次に、１０ページになりますけれども、

③の道外生徒帰省費補助では、道外から入

学した生徒の自宅への帰省費として、女満

別―羽田間の航空機運賃往復分を夏と冬の

２回、５人を見込み、９２万２,０００円を

計上しております。 

 そして、④の部活動強化支援事業につい

ては、新規補助となります。 

 この事業についてでありますけれども、

部活動は、学校の魅力化の一つであるとい

うことから、本町を代表する地域スポーツ

であるクロスカントリースキーの競技力向

上を図るため、外部の指導者を招聘して指

導を実施する際の経費について補助するも

ので、町内外の外部指導者分として、合計

６６万７,５００円を見込んでおります。 

 次に、（５）生徒下宿費支援３３万６,０

００円です。 

 報徳寮については、今年度の改修工事に

より、新年度から女子生徒の受入れが可能

となります。改修後は男子が１４人、女子

が１６人入寮することができるようになり

ますけれども、一方で、男子生徒の入寮受

入れ数が減ってしまうことになるため、男

子生徒が下宿を利用することも想定される

ことから、男子も補助対象とするもので

す。町内民間下宿代と寮費の差額１万４,０

００円を補助するもので、２人分を見込ん

でおります。 

 次に、（６）農業科実習服に係る支援１

０５万４,０００円で、こちらも新規補助に

なります。 

 農業科については、令和５年度からみら

い農業科一つになりますけれども、農業科

は実習服や長靴など、入学時に用意しなけ

ればならない物が多く、費用負担が大きく
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なるということから、実習服などを現物支

給して、保護者の負担軽減を図るもので

す。実習服や帽子、長靴等を３０人分を見

込んで計上しております。 

 最後に、美幌高等学校教育支援事業補助

金の過去５年間の支援事業の実績につきま

しては、記載の表のとおりでありますの

で、御確認いただければと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は十分に分か

りました。 

 最近の報道で管内の遠軽高校、遠軽町の

取組が出ていました。高校の人員確保で美

幌町と同じような取組をしているのですけ

れども、金額が１桁違う金額を計上して、

生徒確保に尽力をしているという内容であ

ります。 

 その中で、町外の生徒が１００人を超え

ていると。スポーツ、音楽、マーチングと

かと書いてありましたけれども、スポーツ

でラグビー、野球を重点的に強化するため

の支援金をつぎ込んでいると。あそこも道

立ですから、そこまでしないとどこの学校

も立ち行かなくなるのかなと。 

 言葉はきついですけれども、道も当てに

ならないとなれば、自治体、町で思いきり

やっていかないと駄目なのかなという思い

はあります。 

 極端なことを言えば、今、美幌高校にか

けている道の予算をそのまま担保しておい

て、町営でもいいのではないかなというぐ

らいの思いがありますので、その辺の今後

の取組の姿勢について、教育長、お願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） お答えいたしま

す。 

 ただいま遠軽高校のお話もありましたけ

れども、私も遠軽高校の取組は承知してい

るところでございます。私どもと共通して

いるのは、やはり、町を挙げて地元の高校

をしっかりと守っていくということでござ

います。 

 このような中で、今年は新たに部活動の

強化支援の予算を計上させていただいたと

ころでございます。先ほど課長からも説明

がありましたけれども、高校の魅力化の大

きな要素だと私も考えているところでござ

います。また併せて、その高校の魅力化と

いうのは、やはり親が行かせたい、本人も

行きたくなる高校だと思っております。そ

の構成要素としましては、進路の実現とい

うことが一番大きいのかなと思っておりま

す。高校、そしてさらに、美幌高等学校振

興対策協議会、こちらはオール美幌体制で

経済界等々も入って活動しておりますけれ

ども、ここと力を合わせて、本当に美幌高

校に行ってよかったと、３年間たって思っ

てもらえるような学校づくりをさらに進め

てまいりたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、教育長が言っ

たとおり、力を入れているのは分かってい

ます。 

 さらに、魅力と言いましたけれども、美

幌町の魅力は、冬のスポーツでオリンピッ

ク選手を何人も輩出しているわけですか

ら、それに特化した取組、高校でそういう

選手を育てるような、遠軽高校の取組みた

いな感じでやっていけば、全国に発信でき

て、オリンピックを目指して全国から集め

られるのではないかなと。 

 そういうような取組も今後は考えていた

だきたいという要望であります。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまウイン

タースポーツのお話がありましたけれど

も、美幌町は本当にウインタースポーツ、

スキー、スケートが盛んな所でございま

す。地域の方々の協力の下で少年団活動も
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盛んであり、もう本当に全道・全国大会、

さらにはオリンピック選手も輩出させてい

ただいているところでございます。 

 このような中で、昨年、美幌高校には全

国大会で活躍している中学生が多数入学し

て、今年も全国大会で上位の記録を残して

いるということでございます。 

 そのような中で、本当に美幌高校に行っ

てクロスカントリーをやろうという子供が

全道からまた集まってきて、さらに高校の

魅力化にもつながっていただけるというこ

とを期待して支援に取り組んでいるところ

でございますので、御理解のほど、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１項教育

総務費を終わります。 

 次に、２項小学校費、１８６ページから

１９１ページまでの質疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書１８９ペー

ジになります。 

 学校管理費、美幌小学校体育館ＬＥＤ照

明設置工事５８８万円についてお伺いいた

します。 

 １点目、ＬＥＤ化に至った経緯。 

 ２点目、旭小学校、東陽小学校の体育館

への対応について。 

 ３点目、脱炭素化の効果について御説明

をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌小学

校体育館ＬＥＤ照明設置工事の御質問にな

ります。 

 まず、１点目のＬＥＤ化に至った経緯で

ありますけれども、美幌小学校の体育館照

明の劣化が進んでいるため、交換が急がれ

るということや、高騰が続いております電

気料の抑制、また、温室効果ガスの排出量

を削減する必要があることから、脱炭素化

推進事業債を活用して実施するものです。 

 ２点目の旭小、東陽小の体育館への対応

でありますけれども、ＬＥＤ化を図ってい

くには、多額の費用負担が伴いますので、

財政事情を考慮しまして、年次的な計画で

取り組むこととし、先ほどの令和７年度ま

での事業であります脱炭素化推進事業債を

活用しまして、次年度以降にＬＥＤ化して

いく予定となっております。 

 ３点目の脱炭素化の効果につきまして

は、試算では既存照明をＬＥＤ化すること

で、二酸化炭素排出量では約８０％、年間

電気料金では約７０万円の削減が見込まれ

ており、脱炭素化の効果は大きいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 旭・東陽小の対応

について、財政難を考慮し、次年度以降と

いうことですが、学校によって違うと思う

のですけれども、年間約７０万円の節電効

果が見込まれると。この後出てきますが、

中学校については２,３００万円、４,００

０万円かけてＬＥＤ工事をするのですね。 

 ですから、多少初年度はかかっても、一

遍にやったほうがいいのではないかなと。

ほかに何か、推進事業債の上限があって駄

目だったのかなと。その辺が腑に落ちませ

んので、もう一度御説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 全町的に

見ますと、学校だけではなく、ほかの施設

もＬＥＤ化をするとなっておりますので、

やはり学校だけに特化して集中的にという

のはなかなか難しいのかなと思いますし、

また借り入れる起債についても枠があろう

かと思いますので、今年度はこちらで実施

していきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １番戸澤義典さん。 
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○１番（戸澤義典君） 続いて、予算書１

９１ページ、教育振興費の社会科副読本作

成業務委託料３８５万円について、副読本

の内容の詳細、既製品なのかどうかについ

て御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 社会科副

読本作成業務委託料の副読本の内容につい

てでありますけれども、この社会科副読本

につきましては、小学校３・４年生の社会

科学習におきまして、教科書の補助的教材

として使用しているものであります。 

 この副読本は、美幌町の地理や歴史、産

業等が写真やイラスト、またグラフを用い

て掲載されており、子供たちが美幌町をと

ても分かりやすく知ることができる内容と

なっております。 

 なお、副読本は美幌町等に関する内容で

あるため、既製品はなく、編さんにつきま

しては、小学校の教員で構成された編集委

員会を設置しまして、現在使用している副

読本をベースとしてデジタル化した副読本

を作成いたします。 

 また、記載はしておりませんけれども、

このデジタル化した副読本につきまして

は、ＧＩＧＡスクール構想において活用し

ておりますタブレット端末で使用すること

になり、現在使用している紙媒体の冊子に

はない、作成した後の部分的な更新が容易

にできることや、２次的情報とのリンクに

よって授業の幅が広がることなど、メリッ

トが多いものであるということから、デジ

タル化した副読本の作成としたものであり

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 同じ項目でありま

すが、今のデジタル化、そしてＧＩＧＡス

クール構想に、タブレットで勉強できるの

だという話だと思うのですが、製本とかは

全くしないで、デジタル化することに対す

る予算がこの３８０万円という内容で理解

してよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 今までは

紙媒体ということで、冊子でありましたけ

れども、今回につきましては、また紙媒体

で作成する予定はなく、あくまでもデジタ

ル化という部分の金額になっております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 毎年つくるわけで

はなく、何年か置きだと思うのですが、前

回は紙媒体で教科書風につくっていたと思

うのですが、価格的にはどうなのですか。

大分下がったと理解してよろしいのでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 紙媒体に

つきましても、検討はしたのですけれど

も、価格の比較というところではほぼ同額

ということになっておりますので、やはり

いろいろな効果が期待できますデジタル化

ということで選択しております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 紙媒体でしたら、

印刷関係でそれなりの経費がかかるという

のは分かるのですが、改訂版ですから、

丸々１００％変わるわけではなくて、もと

もとあったデータを使っていくと思うので

すが、それでも経費が変わらないというの

はどう理解したらよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 見積りを

業者の方にお願いして、内容についてお話

させていただいております。 

 基本的には前回と同じ部数で作成した場

合ということで考え、それで見積りをいた

だいているところでありますけれども、や

はりフルカラーの冊子ということでありま

して、金額は相当かかるかと思っておりま

す。 

 デジタル化につきましては、全く新しい
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ものでつくってもらうことになっておりま

すので、最終的には同額ぐらいになってお

りました。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長、今

の答弁は分かるのだけれども、聞いている

のは、全部変えなくても値段が変わらない

のではないかという聞き方だと思うので

す。なぜ全部変えないのに新しくするの

か、少し変えるのとでは値段が変わらない

のかという話です。 

 今言ったように、全部カラーだからどう

のこうのと言っていても、その内容がなぜ

なのかだけお願いします。 

 私の言っていることは分かりますか。そ

ういうことを聞いていると思うのですけれ

ども、そこにまだ答えていないと思うので

す。 

 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 紙媒体に

つきましては、全く新しいものを印刷しま

すけれども、デジタル化したものについて

は２次データ、例えば美幌峠であれば美幌

峠のページが出てくるのですけれども、さ

らにそこから詳細が分かるページにリンク

を貼って、そこから入り込んでいって、ま

た、さらに詳しく勉強できるという内容に

なっておりますので、やはり金額的にこれ

ぐらいの価格になるということになってお

ります。 

○議長（大原 昇君） 後で部局へ行っ

て、納得のいくまで聞いていただきたいと

思います。 

 ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、２項小学

校費を終わります。 

 次に、３項中学校費、１９０ページから

１９５ページまでの質疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書１９３ペー

ジ、中学校費、学校管理費、美幌中学校校

舎ＬＥＤ照明設置工事２,３３５万３,００

０円、北中学校校舎等ＬＥＤ照明設置工事

４,０１５万４,０００円について、ＬＥＤ

化に至った経緯、脱炭素化の効果について

説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 美幌中学

校校舎ＬＥＤ照明設置工事及び北中学校校

舎等ＬＥＤ照明設置工事についての御質問

であります。 

 １点目のＬＥＤ化に至った経緯でありま

すけれども、先ほどの美幌小学校体育館と

同様でありまして、中学校の校舎及び体育

館照明の劣化が進んでいるため、交換が急

がれるということや、高騰が続いておりま

す電気料の抑制、また、温室効果ガスの排

出量を削減する必要があることから、脱炭

素化推進事業債を活用して実施するもので

す。 

 ２点目の脱炭素化の効果につきまして

は、試算では既存照明をＬＥＤ化すること

で、二酸化炭素排出量では約７０％から８

０％の削減、年間電気料金では、美幌中学

校校舎で約２３０万円、北中学校校舎及び

体育館で約５００万円の削減が見込まれて

おり、脱炭素化の効果は大きいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 先ほどと同じペー

ジなのですけれども、この中で、今、課長

がおっしゃいました脱炭素化推進事業債、

このことの工事費が何割負担なのかだけ教

えていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校教育課長。 

○学校教育課長（多田敏明君） 起債事業

でありますけれども、起債充当率が９０％

でありまして、交付税措置もされまして、

その措置率が美幌町の場合は５０％となっ

ておりますので、実質、町の負担は５５％

になろうかと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、３項中学

校費を終わります。 

 次に、４項社会教育費、１９４ページか

ら２０９ページまでの質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） 社会教育振興費

の芸術文化鑑賞事業負担金７４０万円、芸

術文化振興事業補助金２３０万円の各事業

の内容について御説明いただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（立花良行君） ただいま

御質問のありました負担金事業、それから

補助金事業の事業内容につきましては、ま

ず、負担金事業につきましては、別紙とい

うことで２ページ目、次のページに資料を

つけさせていただいております。 

 四つの事業がございまして、一つ目が芸

術文化鑑賞事業ということで、こちらに記

載の美幌町町制１００周年、またびほーる

１０周年を記念して、札幌交響楽団を招聘

してのオーケストラによるコンサートとな

っております。 

 二つ目につきましては、びほーる共催鑑

賞事業ということで、ただいま実行委員会

と内容について協議中でございますけれど

も、９月を予定して実施したいということ

で、ただいま進めております。 

 それから、三つ目の親子芸術鑑賞事業と

いうことで、こちらは予算作成時には詳細

を発表できるまでいかなかったのですけれ

ども、ＮＨＫのファンターネというキャラ

クターに来ていただいてのイベントを実施

いたします。ＮＨＫからの講演料負担とい

うことで、予算がここまでかからない、結

果としてかからないように変わったのです

けれども、そういった親子鑑賞事業を実施

いたします。 

 それから、四つ目がふるさと応援鑑賞事

業ということで、１１月に予定しておりま

すけれども、観光物産大使のＴＲＩＰＬＡ

ＮＥさんと門馬さんの初コラボを予定して

おります。そういった四つの事業を考えて

ございます。 

 それから、補助金事業につきましては、

ページに戻っていただきまして、記載の四

つになってございます。 

 一つ目が、吹奏楽の技術講習会というこ

とで、毎年実施をさせていただいておりま

す。 

 それから、二つ目が、藤原道山さんの尺

八コンサートということで、令和４年度に

つきましては、残念ながら日程等の都合が

合いませんでしたので見送ったところであ

りますけれども、引き続き開催をしたいと

いうことで、令和５年度についても予算計

上させていただいております。 

 それから、３番目の鑑賞事業の公募枠と

いうことで、こちらも昨年が２事業ござい

まして、令和５年度も引き続き、公募枠で

実施したいと思っております。 

 それから、指導者招聘事業ということ

で、こちらも吹奏楽の１番目の講習会の固

定の部分ではなくて、ほかの文化活動につ

いても指導者招聘事業をということで、公

募枠ということで、令和４年度から設けた

事業でございます。こちらについても引き

続きやっていきたいということで、予算を

計上させていただいております。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 芸術文化から質

問します。 

 それで、一番下にあります、これは地元

の新聞で見たような気がするのですけれど

も、ＴＲＩＰＬＡＮＥと門馬さんのコラ

ボ。例えば、コンサートをした後にＣＤを

発行するとか、そのような計画ではなく

て、通常の一般的なコンサートだけで、後

からＣＤ化されたものが一般で頒布されて

購入できるとか、そのような計画とかは特

別ないのでしょうか。 
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 それともう一つ、４番目の指導者招聘

で、もし決まっていればですけれども、今

年は文化団体のどのような分野の指導者を

招聘するのか。計画段階で、もし分かって

いればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（立花良行君） ただいま

御質問の負担金事業のふるさと応援鑑賞事

業、こちらのコンサート後の状況というこ

とで、議員がおっしゃられたＣＤ化につい

ては、今のところまだ検討がされていない

状況です。細かくはまた実行委員会にもお

話を聞いてみたいと思っておりますが、今

のところではお聞きしておりません。 

 それから、負担金事業の指導者招聘の公

募枠の部分につきましては、一応、吹奏楽

が固定で毎年やっているということで、で

きればそれ以外の分野にもということでの

声かけをさせていただいているのですけれ

ども、なかなか今段階でお願いしますとい

うことで、手が挙がっている団体はない状

況になっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 社会教育費、施

設費、舞台設置等操作作業委託料１,５７４

万１,０００円の具体的な業務内容につい

て、また、カラオケで使用する際の操作業

務の内容についてお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（立花良行君） ただいま

の御質問にお答えいたします。 

 舞台操作業務委託の業務内容につきまし

ては、仕様書により、舞台、照明、音響、

映写等の仕込み及び機器の操作並びに撤

収、保管、それから備えつけの機材、設備

の取扱いの指導、監督、続きまして、備え

つけの機材、施設設備の日常点検や清掃、

安全確認、関連保守点検、つり物ですと

か、音響、照明、それから館全体の特別清

掃での立会いというものを担っておりまし

て、主として、町民会館びほーる並びに小

ホールのコンサート等のイベントに対応を

しております。 

 委託業者はこの仕様書に従いまして、そ

れぞれのイベントごとに使用者の要望に沿

った舞台図を作成し、また照明図も作成し

まして、それに基づきまして、町民会館の

スタッフもその準備作業に当たっておりま

す。 

 イベントごとに人が立つ場所や、また使

用する機材、物品、それから、どういった

効果を求めるかが異なってきますので、音

響、照明ともに、その都度その都度、場所

を一つ一つ確認して配置し、配置後に照明

や音響、それぞれを操作する操作卓という

ものがございますけれども、そちらで調整

をしております。その調整後にリハーサル

をしまして、再度、さらに必要な調整を行

いまして、本番における操作という工程に

なっております。 

 町民の皆様が御利用される場合は、基本

的に会場内の全ての照明、音響は、委託業

者がその操作を行っておりまして、そのイ

ベントが円滑に進むように、必要な助言な

ども随時いただいております。また、どん

帳などの幕の上げ下げ等につきましては、

町民会館スタッフが担当しております。 

 プロのアーティストなどが講演で利用さ

れる場合につきましては、そのアーティス

トを担当しております別の音響照明会社に

より操作が行われることが一般的でありま

す。ただ、この場合につきましても、びほ

ーるの設備自体が正常稼働するように、委

託業者は張りついて対応するというのが現

状になっております。 

 また、カラオケ機器につきまして、びほ

ーるでは、専用機器は設置しておりませ

ん。そういったことから、文化祭等でびほ

ーるにおいてカラオケを行う場合につきま

しては、ＣＤ音源で歌唱するような形にな

っておりまして、委託業者において音響操
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作を行うほか、歌う方のサイド並びに足元

に、ステージ中でも御自分の歌が確認でき

るようにスピーカーを設置して、音量等の

調整を行い、利用者の希望に応じてまた照

明操作も行っているという状況になってご

ざいます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今お伝えいただ

きましたが、プロのアーティストのとき

は、別の音響とか照明会社が操作するとい

うことなのですけれども、例えばそういう

プロのアーティストでも、音響や照明を連

れて来ないときには、もちろん手伝ってい

ただけるというか、それを担っていただけ

るのかということ。また、カラオケ機器は

設置しておりませんとのことなのですけれ

ども、今の状態では、そういうときはどう

しているのかということをお聞きします。 

 それと、私はやはり芸術と言っても、そ

んなに高尚でないと言うと語弊があります

が、町民が日常的に楽しめるような場所で

あってほしいなと思っています。ですか

ら、今、カラオケブームや何かのときに、

町内の人たちがあまり負担を負わないで発

表できるような体制を整えるべきではない

かなと考えています。カラオケ機器は設置

しておりませんと言うのですけれども、例

えば設置するにはどのぐらいの予算がかか

るのかということもお聞きしたいと思いま

す。 

 １０年たっての記念度事業ということな

のですけれども、私の記憶が定かではない

かなと思いますが、最初、舞台装置や何か

の業務委託料は４００万円ぐらいから出発

していると思うのです。内容も変わってき

ていると思いますけれども、より充実し

て、町民が使ったときにいかに親切で、使

いやすくしていただけるかということが本

当に重要だと思うのです。 

 今お聞きした二つについて、ぜひお答え

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（立花良行君） ただいま

プロの方が来たときに、もしそういったプ

ロの方が通常お願いする業者の方が来られ

なかった場合ということですけれども、大

体はついてくるのが通常ということで、例

えば皆さん御承知の部分でいきますと、昨

年の連合商店街のときにつきましては、照

明の方がなかなか現地で見つからないとい

うことで、臨時的に業務外ではあるのです

けれども、びほーるスタッフというわけで

はなくて、委託業者に依頼をしてやってい

ただいたという経過はございます。 

 ただ、基本的にそれは本当にイレギュラ

ーなことであって、なかなかプロのコンサ

ート、あるいはそういった舞台を、我々普

通のホールづけのものが担うということ

は、本当にあり得ないというのが正直なと

ころであります。 

 ただ、まるっきりできないというわけで

はなくて、そこはそういった事情によって

はあり得ると。こちらからやりますよとい

うことは当然言えませんので、発生した場

合はどうにかしなければいけないという、

そういった問題なのかなと思っておりま

す。 

 それから、カラオケは設置していないと

いうことで、最初の答弁の中でお話しまし

たが、現状は機器を設置しておりませんの

で、ＣＤ音源を提供いただきまして、それ

をびほーるの設備で流していると。そのと

きに当然、御自分の歌が聞こえなかったら

歌う方が困りますので、足元から自分の歌

が聞こえるようにしているというのが現状

であります。 

 それで、カラオケブームということで、

機材の導入などはということのお話もあり

ましたけれども、少し調べましたら、購入

する場合は、イニシャルで１００万円単位

のお金がかかるという機械になるみたいで

す。 
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 それから、レンタルということでいきま

すと、月額、これは機種がそれぞれありま

すので、機種のいいもの、悪いものという

か、よい機能の物、簡易な物ということで

違うのでしょうけれども、２万円から４万

円。それから当然、機械だけでは曲が流れ

ませんので、楽曲の配信のお金ということ

で、これが２万円ぐらいです。それから、

楽曲は当然、御存知のとおり、カラオケは

歌にコードがついていますので、そのコー

ドを確認するためには、そういった楽曲の

発行料というのですか、楽曲本、そのコー

ドの載っている本の発行料というものが必

要になって、それが４,０００円ぐらい。こ

れは月々の料金になりますので、６万５,０

００円から７万円ぐらいはかかるのかな

と。当然、そこにインターネット回線で結

ばなければいけないということですので、

新たに引くとしたら、そのインターネット

回線の費用、あるいはプロバイダー手数料

というものが発生してきます。それから、

これは使わなくても設置したら、毎月それ

だけがかかるということになります。 

 実際にカラオケをしていただいた場合に

つきましては、歌う曲数とか、どういった

環境で歌う、お客さんが入る、入らない、

あるいはお金を取る、取らないということ

で変わってくるのですけれども、著作権料

というものが生じてきます。例えば、５０

０人規模でお１人から５００円をいただい

て、１時間で十二、三曲歌ったとした場合

については、１万円ぐらいの著作権料がか

かるということで、そういったカラオケの

大会などをもしやったとした場合について

は、先ほどの機材のレンタル料を含めて、

そのとき１回だけということで考えるのは

ちょっと変ですけれども、７万円から８万

円ぐらいはカラオケ大会をやるのにかかる

という感じになってくるかなと思います。 

 また、正直に申しますと、びほーるの利

用状況、非常に稼働率が高いということは

御承知かと思います。また、びほーる以外

のそれぞれのホールは、中ホールを含め

て、新館も大変稼働率が高いということ

で、実際に設置しても使える頻度が非常に

低いのではないかと考えております。そう

いったことからも、設置は費用対効果とい

う意味からちょっと難しいかなと担当とし

ては考えるところであります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 昨年の連合の会

合をしようというときにトラブったという

のは、表には出てこなかったけれども、裏

で聞いて、大変なことだったのかなと思い

ます。限られた予算の中でそういうことを

行うときというのは、一流というか、高い

人も連れて来られないし、その中で折り合

いをつけて呼んでいるということです。だ

から、なかなか誰かをみんな連れてくると

いうことは、これからだんだんと少なくな

るのではないかなと思うのです。 

 そういう小さなイベントでもしっかりと

協力していただきたいということと、カラ

オケはそんなことになっているのだなとい

うのも、今、分かりましたけれども、で

は、北見や何かで芸文ホールでよくやった

りしていることは、どうやっているのかな

と思っているのです。今、１回で７万円、

８万円かかりますよということなのですけ

れども、ほかのところも調べていただい

て、せっかくつくっても稼働率も高いから

なかなか貸せないのかもしれませんが、そ

の辺も町民の希望に応えてやるということ

がすごく大切なことではないかなと思いま

す。しっかりと調査していただいて、でき

れば町民の楽しみを一つでも多く、やはり

年齢的なこともありますから、楽しめるの

は本当にいっときなのです。 

 そういうことで協力してというか、より

使い勝手のいいびほーるとしてやっていっ

ていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 
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○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお話

にお答えいたしますけれども、議員がおっ

しゃるように、公共施設ですので、利用者

に寄り添った形で、どういった形で行政と

してサービスを提供していけるかというこ

とに尽きると思っております。 

 そのような中で、様々な利用の形態があ

り、今もそうでありますが、まずはいろい

ろな形で、こういった形で使いたいという

ことであれば、親身になった相談に乗って

いる状況であります。 

 また、課長からカラオケのこともありま

したけれども、なかなかそういった情報が

行き届いていないということもあります。

さらには、使いようだとか、例えばこうい

った方法もあるのではないかということ

を、今後も調査研究しながら、本当にまた

利用者に寄り添ったホールの事業展開を考

えていきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、４項社会

教育費を終わります。 

 次に、５項保健体育費、２０８ページか

ら２１７ページまでの質疑を許します。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書２１１ペー

ジ、体育総務費のうち、ＳＯＭＰＯボール

ゲームフェスタ負担金３０万円の事業の詳

細について御説明願います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） ＳＯ

ＭＰＯボールゲームフェスタについてお答

えいたします。 

 本事業は、町制１００周年の冠事業とし

て取り組むものであります。 

 ＳＯＭＰＯボールゲームフェスタは、団

体ボールゲーム９競技１２リーグが結集

し、設立された一般社団法人日本トップリ

ーグ連携機構が主催するボールゲームで、

ボールゲームの普及活動の一つとして２０

１６年から開催されております。 

 近年は、新型コロナウイルス感染症対策

により、子供たちの体力、運動能力の低下

が懸念される中、幼少期に必要な運動、遊

びから、基礎的な運動能力アップが期待さ

れ、親子一緒に楽しむことができるプログ

ラム「あそビバ！」を実施し、講師は様々

な種目のトップアスリートが担当いたしま

す。 

 また、４種目のボール競技を１日で体験

できるキッズチャレンジ、こちらは普段と

違う運動をすることで、子供たちの運動能

力の向上を図ることを狙いとしておりまし

て、各競技の元日本代表選手やオリンピッ

ク出場選手、現役の選手たちに講師を務め

ていただきます。 

 開催の予定日ですが、令和５年５月２０

日土曜日、会場はスポーツセンター、サニ

ーセンター、陸上競技場を予定しておりま

して、午前中にあそビバ！、午後にキッズ

チャレンジを実施することで予定しており

ます。 

 参加募集人数につきましては、幼児の親

子対象のあそビバ！が３０組６０名、小学

生対象のキッズチャレンジは８０名を予定

しております。なお、キッズチャレンジの

実施種目４種目につきましては、現在調整

中でございます。 

 近年では、２０２０年に網走市で開催さ

れておりまして、２０２１年は新型コロナ

ウイルスの影響で全て中止となっておりま

す。２０２２年は、釧路町や帯広市で開催

されております。 

 ３０万円の負担金につきましては、地元

負担として、参加者募集用のチラシの印刷

費、それとイベントＭＣ、また開催地運営

スタッフ２０名の報償、運営スタッフの昼

食等の賄い、参加者の傷害保険料となって

おります。 

 なお、講師の派遣費用、当日の配付チラ
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シ、イベントの装飾物、運営スタッフの派

遣費用につきましては、日本トップリーグ

連携機構に全て負担していただけるという

ことになっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） トップリーグ連携

機構が全て負担してきてくれて、地元の関

係者分だけ美幌町が負担すると、非常にい

いことだと思うのです。 

 そして、多分、応募はたくさんあるので

しょうけれども、なかなか来てくれる機会

というのは少ないと思うのですが、やはり

１００周年ということで美幌町をアピール

して来てくれた。 

 多分、今年度に調整したと思うのです

が、いつぐらいに希望を出して、どのよう

な形で美幌町が選ばれたのか、その辺のい

きさつについて御説明いただければと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） こち

らにつきましては、担当がインターネット

で検索した上で、昨年の秋頃に募集を出し

まして、決定が出たのが１月、年が明けて

からということでございます。相手方との

調整がありますので、全国からたくさんの

応募があった中で、新規の自治体を優先に

ということで内定、決定されたところでご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 続きまして、２１

３ページ、体育施設費の中で、柏ヶ丘野球

場照明ＬＥＤ化修繕料８,０１３万３,００

０円につきまして、ＬＥＤ化に至った経

緯、ＬＥＤ化になっていない施設の対応に

ついて、脱炭素化の効果について。 

 以上、３点について御説明をお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 柏ヶ

丘の野球場の照明ＬＥＤ化についてお答え

いたします。 

 一つ目のＬＥＤ化に至った経緯といたし

ましては、屋外夜間照明の劣化が進んでい

るため交換が急がれることや、高騰が続く

電気料の抑制、または温室効果ガスの排出

量を削減する必要があることから、脱炭素

化推進事業債を活用し、実施するものでご

ざいます。 

 二つ目のＬＥＤ化になっていない施設の

対応につきましては、財政事情を考慮し、

年次的な計画で取り組むことで、前述の一

つ目にありました脱炭素化推進事業債、令

和７年度までということで、こちらを活用

し、陸上競技場をはじめ、ほかの施設は次

年度以降にＬＥＤ化していきたいと考えて

おります。 

 三つ目の脱炭素化の効果についてです

が、野球場においては６基７６灯をＬＥＤ

照明に交換し、ＣＯ２削減効果は年間で４

１.８％の削減となりまして、ランニングコ

ストは電気代やランプの交換で、年間６０

万円程度の削減が見込まれておりまして、

できるだけ早期の修繕を実施したいと考え

ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） これは６基７６灯

が全照明という認識でよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） その

とおりでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ２１１ページの
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先ほどのＳＯＭＰＯボールゲームフェスタ

のところで質問したいと思います。 

 この中で、キッズチャレンジの４種目は

調整中ということです。ちなみにここの団

体自体、ボールゲームは９種類と書いてあ

るのですけれども、最近やったところで

は、キッズの種目はボールゲームでどんな

ものがあるのか私は分からないのですが、

紹介していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 実は

明日、日本トップリーグ機構の担当の方と

オンラインで協議をさせていただく予定で

はございますが、ほかの開催地では、ある

程度、自治体の希望を聞いて実施をしてい

ただけるとは思います。種目としましては

サッカーやラグビー、バレーですとか、バ

スケット、そういったものの種目がござい

ますので、明日また、相手方と調整をしな

がら種目の決定をしていきたいと考えてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１０款教

育費を終わります。 

 次に、１１款公債費、２１８ページから

２１９ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１１款公債費を終わります。 

 次に、１２款職員給与費、２２０ページ

から２２１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１２款職員給与費を終わりま

す。 

 次に、１３款予備費、２２２ページから

２２３ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、１３款予備費を終わります。 

 以上で、一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 暫時休憩します。 

 再開は、１３時といたします。 

午前１１時２５分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、令和５年度美幌町一般会計予

算についての質疑を行います。 

 次に、歳入に入ります。 

 歳入は、一括して２４ページから８１ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） ２５ページの一

般会計の町税について質問します。 

 令和５年度の予算額は２２億６,７５４万

円、令和４年度予算額は２１億８,０８６万

円により、８,６６８万円の増加の説明とな

っています。しかし、令和４年度現在の見

込みでは、２２億９,６９４万円により、

２,９４０万円の減額となっているため、こ

の予算の推移について説明願いたい。 

 同時に、令和５年度予算額と令和４年度

予算額の比較で増額になっている要因は何

か、町の政策が反映されたものなのか、お

聞かせ願いたい。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 税務課長。 

○税務課長（松尾まゆみ君） 松浦議員の

御質問にお答えいたします。 

 まず、令和５年度予算額が、令和４年度

決算見込額から減額となっている推移につ

いてでございます。 

 令和５年度予算額につきましては、令和

４年度決算見込額を基に課税見込額を積算
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しておりますが、この課税見込額に掛け合

わせる収納率につきましては、過去の平均

的な率を使用しております。課税見込額に

収納率を掛け合わせた結果、令和４年度決

算見込額から減額となっているものでござ

います。 

 なお、実際の収納率につきましては、予

算の率を超えられるよう、税負担の公平性

を保つ上でも、収納率の向上に取り組んで

まいりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、令和４年度予算額との比較で増加

となっている要因でございますが、主に個

人町民税、固定資産税、町たばこ税の伸び

によるものでございます。 

 個人町民税は、５,８４３万４,０００円

の増となりますが、こちらは令和４年度予

算において、コロナ禍や天候不順の影響に

より減少を見込んでいた営業所得及び農業

所得の回復によるもの。 

 固定資産税２,０８７万２,０００円の増

につきましては、新増築家屋及び少額償却

資産が増加したもの。 

 町たばこ税１,０８０万９,０００円の増

につきましては、令和３年１０月のたばこ

税増税の影響により、大幅な減少を見込ん

でおりました売上本数の回復による増加で

ございます。 

 以上、御説明いたしました。よろしくお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 説明は大体理解

できたのですけれども、一つだけ確認しま

すが、町民税は個人も法人もそのときの景

気の動向によってまた変わるのかなと。 

 ただ、新築物件ができなければ減ってし

まうので、固定資産税については変わりよ

うがないのかなと。ここの部分、固定資産

税は、美幌町でのウエイトが大きいですか

ら、これがたまたま設定のとおり建物を壊

したら、土地の固定資産税が上がるのです

けれども、今後、大型物件がいっぱいでき

ればどんと伸びますけれども、この部分を

気にしても、そんなにつらいのかなと。 

 そうであれば、一番は値上がりの大きい

町民税の個人税、法人税が、今後、回復と

いうか、今以上に上がるためには美幌町に

も何らかの手があるのかなと。 

 この間、ちらっと見たら、次の町長選

挙、町会議員選挙の中で、たまたま平野浩

司さんという名前の町長のやつを見ると、

元気なまちにしたいというところで。税収

アップの部分が少なかったのですけれど

も、やはり税収を増やす努力というのは、

現在も美幌町の大きな課題かと思います

が、これについて、ぜひ町長の税収見込み

についての今後の見解をお聞かせ願いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 私から、

税の構造ということでお話をさせていただ

ければと思っております。 

 景気の穏やかな回復が見られてきている

という中にありましては、当然、今後の税

収の伸びも期待できるところではあると思

っています。 

 全国的に国税等における考え方におきま

しては、経済の見通しが立った中では、雇

用、所得環境の改善の見直し、これが個人

所得課税であるとか、消費課税または資産

課税、こういった伸びにつながると言われ

ております。 

 これを地方に置き換えますと、当然なが

ら、現在の税収構造下におきましては、個

人町民税による税収の比重は、本町も高い

状況になってございますので、今、議員の

お話にありましたとおり、個人町民税の安

定というのは、今後の税収確保については

非常に重要な視点であると認識しておりま

す。 

 本町におきましては、個人町民税の部分

でお話しますと、年齢層等によります年金

等の所得、そして公務員などの職業、そう
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いったものの業種が一定程度ございますの

で、景気の部分につきまして、その影響を

個人住民税全体で大きく受けるかという

と、そのような状況にはなってございませ

ん。 

 ただ一方で、営業所得などにつきまして

は、当然ながら、そういった景気の影響と

いうものを受ける状況になってございま

す。こうした部分の所得の維持、安定が図

られる、そういうことが今後の税収の向上

にはつながっていくのだろうということ

で、税収構造下におけるお話としまして

は、このような状況にはなっているという

ことでございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、予算の中の町

税についての御質問をいただいて、個人町

民税のところでいけば、税収の中では高い

比率を占めているということです。それ

で、税構造については、今、担当部長から

お話をさせていただいたのですけれども、

今度は先ほどの現地ということとの関連で

あれば、税収を伸ばすということよりも、

回復傾向があるのではないかという部分で

いけば、私の立場として、何とか回復をす

ること。要は、必然的に、全体的に元気と

いうよりも、それぞれの活動が活発化した

り、農業であれば、農業の町なので、農業

所得が結果として豊作であったり、きちん

と販売ができることによって、結果として

税収が伸びるということなので、私とすれ

ば、税収を伸ばすためにどうこうというよ

りも、町内の景気がしっかり回復するよう

に努力するという答弁とさせてください。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） それでは、２７

ページの地方税の森林環境譲与税について

お伺いいたします。 

 森林環境譲与税４,２２０万４,０００円

について、森林環境譲与税の使用目的、充

当可能な事業などについて、また、現在ま

での充当事業、使用状況及びその金額をお

知らせください。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） お答えい

たします。 

 まず、森林環境譲与税の使用目的、充当

可能な事業等についてということですけれ

ども、森林環境譲与税の使用目的は、森林

環境譲与税の活用に向けた基本方針という

ものが示されております。 

 その中で大きく四つに使用目的が定めら

れておりまして、一つ目は森林整備の推

進、二つ目は人材育成・担い手確保、三つ

目が木材利用の促進、四つ目が普及啓発と

なっております。これらに該当する新規事

業に充当することが望ましいとされており

ます。 

 続いて、現在までの充当事業、使用状況

及び充当金額について御説明いたします。 

 まず、令和元年度にこちらの譲与税が初

めて譲与されました。そのときは、基金の

ほうにまず１,５４９万１,５５４円を積み

立ててあります。その後、こちらの充当事

業の制度設計をいたしまして、令和２年度

から、まず一つ目は、林道修繕に３００万

３,０００円。その後、森林環境整備事業補

助金というものを設立いたしましたので、

そちらで３,２４６万４６１円。さらに、森

林経営管理事業に係りますけれども、消耗

品として４万９,９２２円、最後に、北海道

林業木材産業人材育成支援協議会負担金へ

の５万円、令和２年度の充当額合計が３,５

５６万３,３８３円となってございます。 

 続いて、令和３年度になりますけれど

も、同様な事業になっておりまして、令和

３年度は、６０２万２,６９６円の充当とな

ってございます。充当事業については、ほ

ぼ令和２年度と同様の形になっておりま

す。 

 令和４年度、今年度については、まず治

山林道施設整備事業として林道修繕、その
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ほか、それに係る自動車借上料、備品購

入。そのほかに、森林経営管理として、先

ほど説明しました森林環境整備事業補助

金。それと、令和４年度から担い手支援も

始めましたので、こちらの補助金。その

後、会計年度任用職員としまして、治山林

道に係る森林作業員を追加で雇用いたしま

したので、その分にかかる賃金。合わせま

して、予算ベースで４,６４４万２,０００

円の充当を行っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 森林の多い我が

町にとっては大変いいことだと思っていま

すが、やはり私たちは、森林といったら、

それに使えると思っていますけれども、あ

る程度の縛りがあるということで、森林整

備ですから、例えば、公園の木が大きくな

り過ぎて、そういうものを入れ替えると

か、そういうことには全く使えないのか。 

 それとも、例えば人材育成か何かで、森

林で働きたいという人たちを都会に募集す

るとか、そういう今後のことを見据えた、

もっと違う使い道。用途が別だったらこれ

は問題なのですけれども、大きなお金です

ので、この決まった中での用途の広がりは

ないのかなと考えます。 

 例えば、子供たちに対する教育の中で、

こういう森とか、そういう木に対する教育

をしていくとか、そういうことは今のとこ

ろ考えていないのかどうか、その辺のこと

もお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） お答えい

たします。 

 まず、森林、木であれば何にでも使える

というものではございません。まずは先ほ

どの使用目的について、森林整備の推進が

定められておりますが、これはあくまでも

森林、山に生えております木の整備に係る

ものですので、例えば公園の木だとか、そ

ういったものに充てることは当然できない

です。 

 ただ、先ほどそれ以外の部分でいけば人

材育成、担い手の部分でいけば、議員のお

っしゃるとおり、こちらに関する事業につ

いては充当が可能かと思います。他の市町

村で、実際にそういったことで充当してい

る部分も事例としてはあります。 

 また、先ほどの教育の部分でいけば、木

育に当たるのかなと思うのですが、こちら

も普及啓発という使用目的の中で対応は可

能ですので、充当は可能と考えておりま

す。 

 ただ、町としては、今回の充当事業に挙

げてはおりませんが、もともと既存の事業

でこちらは行っておりますので、今後検討

する中では、そういったものを活用しなが

らできるのかなと思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） ５３ページのエ

コハウス使用料２万２,０００円の過去５年

間における実績について、また、令和５年

度の積算内容についてお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） お答えい

たします。 

 まず、エコハウスの使用料の積算方法に

ついてでございますが、以前から平成２４

年の当初の収入額、令和４年１１月までの

予算の編成時期までの収入額の中央値とい

うものを採用しております。 

 実績ですが、まず平成３０年度、こちら

の使用料につきましては、実際に使う１団

体につき、１時間１,０００円という積算に

なっておりますので、使用件数と使用人数

を説明いたしたいと思います。 

 平成３０年度の使用件数は９件、使用人

数は７５名となっております。使用料につ

いては３万３,０００円です。 
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 翌年の平成３１年度は、令和元年度で置

き換えていただければと思います。使用件

数は１３件、使用人数は７６名、使用料は

４万３,１００円です。 

 続いて、令和２年度、使用件数１１件、

使用人数は８３名、使用料は２万２,４００

円です。 

 令和３年度は、使用件数９件の使用人数

７８名、使用料は３万５００円です。 

 今年度につきましては、１３件の使用件

数、人数は７１名、使用料は３万９,４００

円を見込んでおります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） この使用料とい

うのは、エコハウスで宿泊を伴わずに使っ

たものだけを出しているということです

か。宿泊というのは、また別のところにな

るということでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 耕地林務主幹。 

○耕地林務主幹（伊藤 寿君） お答えい

たします。 

 こちらの使用料につきましては、時間貸

しということで、１時間につき、１団体１,

０００円、冬期間は暖房料として１０％加

算となっております。ほかに、宿泊体験も

やっておりまして、こちらは、予算書７７

ページの雑入、施設研修費用代としまし

て、令和５年度では１７３万円を計上して

ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 町民会館使用料

には、びほーるの使用料も含まれると考え

ますが、びほーる分の使用料収入をお知ら

せください。 

○議長（大原 昇君） 社会教育課長。 

○社会教育課長（立花良行君） 町民会館

使用料の御質問についてお答えいたしま

す。 

 びほーる分の使用料ということで、令和

３年度は町民会館全体としましては、２８

９万４,７１０円、そのうち、びほーる分は

４６万５,０５０円となっております。 

 また、令和４年度、年度途中ということ

で、２月末で締めた数字になりますけれど

も、全体では３７１万９,２３０円。そのう

ち、びほーる使用料は、６１万１,１２０円

となっております。全体の使用料に対し

て、１６％から１７％程度がびほーるの使

用料金という形になっております。 

 令和５年度につきましても、同程度の６

０万円ほどがびほーるの使用料ということ

で見込んでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番坂田美栄子さん。 

○７番（坂田美栄子君） ページ数が６９

ページ、一般寄附金、企業版ふるさと納税

６００万円の積算内容と充当予定事業につ

いてお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 坂田議員の御

質問にお答えいたします。 

 企業版ふるさと納税とは、国が認定した

地方公共団体の地方創生に係る事業に対し

て企業が寄附を行った場合に、法人税等が

控除される仕組みとなっております。 

 令和５年度の積算内訳につきましては、

これまで継続して寄附をいただいている株

式会社新宮商行様からの寄附５００万円の

ほか、一般企業からの寄附を１００万円程

度見込んだ積算となってございます。 

 次に、充当予定事業でありますけれど

も、７款、１項、３目の観光振興事業に２

５０万円、同じく、７款、１項、３目の観

光施設維持管理事業に３５０万円を充当す

ることとしております。 

 以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ
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ん。 

○７番（坂田美栄子君） よく分かりまし

た。 

 この企業版ふるさと納税は、こちらから

お願いをしてやるというものではないの

で、待っているしかないという理解でよろ

しいですか。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 待っているし

かないといいますか、一部、地方創生に向

けた企業訪問も行っておりまして、そのよ

うなところで、企業版ふるさと納税のＰＲ

等はさせていただいているところでござい

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ７１ページのふ

るさとづくり基金繰入金１億４,７９０万円

の充当事業について説明をお願いしたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 上杉議員の御

質問にお答えいたします。 

 ふるさとづくり基金繰入金の充当事業と

いうことでございますけれども、充当事業

につきましては、一覧表に整理をさせてい

ただいているところでございます。 

 資料の一番右側の列に、繰入区分を表示

しています。こちらは、ふるさと寄附金の

寄附目的である美幌町の経済活性化のた

め、福祉充実のため、教育充実のため、ま

ちづくりのためという四つの項目を表示さ

せていただいております。 

 資料の一番下に、それぞれの繰入区分、

目的に沿った金額の集計をさせていただい

ているところでございますけれども、経済

活性化のための充当が、合計３,１００万

円、福祉充実のための充当が１,０００万

円、教育充実のための充当が２,１００万

円、それ以外のまちづくりのための充当に

つきましては、８,５９０万円となっており

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 毎年、貴重な財

源を積み立てて、寄附者の意思も尊重しな

がら、先ほど言った４分野について充当さ

れているということです。令和５年度、昨

年度までの充当でない新たな事業で充当し

たものというのは、この中にございます

か。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 資料にそのよ

うな形での整理はされておらず、全部は把

握しきれていない部分もあるのですけれど

も、一部では、２款、１項、７目の交通安

全事業におきまして、自転車用のヘルメッ

トを購入する部分ですとか、２款、１項、

１１目の防災物資のところでございます

が、備品購入でジョイントスクリーンを整

備するに当たって充当をさせていただいて

いるところでございます。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 今の一覧表中

で、ちょっと気になるのですけれども、令

和５年度に充当する項目については分かり

ました。これはいろいろな形での寄附目的

もあるという説明だったのですけれども、

この中で、今年度で終わらないもの、要す

るに令和６年度以降も続くものについて

は、そのまま予算の充当を続けるという認

識でいいのですか。そこだけお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） 政策課長。 

○政策課長（沖崎寿和君） 基本的には、

こちらに掲げている事業の中の継続事業に

つきましては、充当したいと考えていると
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ころでございます。 

 ですが、ふるさと寄附金の歳入を積み立

てるわけですので、その原資がどうなる

か、そのような部分を検討しながら、充当

事業については選定していきたいと考えて

いるところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） ７７ページの雑

入の物品等売払収入１,１９２万７,０００

円のところでお聞きします。 

 資源ごみ回収による収入と考えますが、

新たに資源ごみとして回収している小型金

属に係る実績をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 資源ごみ

の小型金属に係る実績についてお答え申し

上げます。 

 美幌町では、令和３年４月から鍋、やか

ん、フライパンなどの小型金属類を資源物

として無料回収しているところでございま

す。 

 回収量の実績につきましては、令和３年

度で１万５,６５０キログラム、１か月平均

にしますと、１,３０４キログラム程度。 

 令和４年度につきましては、２月までの

実績になりますが、１１か月で１万５,００

０キログラム、１か月平均にしますと、１,

３６４キログラムとなってございます。 

 売払金額についてですが、鉄くずとし

て、粗大ごみ等で出される自転車ですと

か、ラックですとか、そういう金属類の大

型のものも含めて鉄くずとして売り払って

ございますので、含めた金額になってしま

いますけれども、令和２年度で１０万９,７

３２キログラム、売払金額は５２万５,６２

４円です。 

 令和３年度では、１１万８,４２０キログ

ラム、売払金額は３２１万６,９９４円で

す。 

 令和４年度は、１１月までの売払実績に

なりますけれども、７万４,８８４キログラ

ム、売払金額で１５６万５,０７５円となっ

てございます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） この実績を見せ

ていただければ、キロ当たりが４円から２

７円になったり、２０円になったり、やは

り相場があるということです。 

 例えば、鉄くずでもごみの集積場に自ら

持って行ってくださるというところも多い

と思います。この重さの物を資源ごみとし

て回収するということは、何せ重さのある

物ですから、このように収入で見れば大き

いと思いますけれども、このようなものは

採算が取れるようなものなのか、それと

も、限りある資源なのであまり採算が取れ

ないのか、どうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） お答えい

たします。 

 議員のおっしゃるとおり、金属類の売払

いに関しては、相場というか、その時々の

経済情勢によって大きく金額が変わってい

る事実がございます。 

 議員の御指摘のとおり、令和２年度から

令和３年度の間ですと、キロ当たりに直し

ますと、４.８円から２７.１円と、約６倍

に上がっているところもございます。 

 実際、金額のことも予想ができるところ

ではございませんので、何とも言えないの

ですけれども、売払いの対象にはなって、

マイナスになることはないので、今後も小

型金属として分別して出していただけるも

のが多ければ多いほど、売払収入にはね返

る形になろうかと思いますので、周知徹底

を図りたいと思ってございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 
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○８番（岡本美代子君） 次に、７７ペー

ジの雑入のところで、宝くじ交付金収入７

４９万１,０００円。 

 これについて、宝くじ交付金はまちづく

りに使用されていますが、充当する事業の

基準や過去５年間の使用状況をお知らせく

ださい。 

○議長（大原 昇君） 財務課長。 

○財務課長（吉田善一君） 岡本議員の御

質問にお答えいたします。 

 本交付金につきましては、市町村の振興

のためにということで、回答書の使用状況

一覧表に記載しております定められた使途

に沿って、幅広く活用することが可能とな

っております。 

 過去５年間で、総額２,５１９万６,００

０円の交付を受けておりますが、使用状況

につきましては、平成２９年度から令和２

年度まで、環境の保全及び創造に係る事業

として、花樹育苗センター管理運営事業

に、令和２年度から令和３年度は、芸術文

化の振興に係る事業として、博物館活動推

進事業にそれぞれ充当しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で、歳入の質

疑を終わります。 

 これで、議案第１３号令和５年度美幌町

一般会計予算についての質疑を終わりま

す。 

 出席説明員の入れ替えのため、暫時休憩

します。 

 再開は、入れ替えが終わり次第、再開い

たします。 

午後１時３３分 休憩 

─────────────────── 

午後１時３４分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１４号令和５年度美幌町国民健康

保険特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君） ２８９ページ、国

民健康保険税均等割に関わる資料の提出を

お願いしたいということで質問いたしま

す。 

 １８歳未満の対象児童数と均等割額など

につきまして、５年間の実績を御説明いた

だきたいと思います。 

 なお、１８歳以下の子供の数について

は、１８歳以下の子供の数と未就学児を区

分して御説明をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木 斉君） 御答弁

申し上げます。 

 国民健康保険の被保険者につきまして御

答弁申し上げます。 

 令和４年度につきましては、２月末現在

の数字でございますが、国民健康保険の被

保険者数は４,３４９人、そのうち、１８歳

以下の被保険者は３９７人、未就学児につ

きましては１０８人でございます。 

 平成３０年度から令和３年度までの年度

末の人数につきましては記載のとおりでご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 税務課長。 

○税務課長（松尾まゆみ君） 子供の均等

割額について御説明させていただきます。 

 令和４年度の１８歳以下の子供の均等割

額につきましては、令和５年２月末現在の

均等割額で１,０１１万８,４００円となっ

ております。こちらは、国の制度による未

就学児につきまして、２分の１の均等割に

なっている状況でございます。 

 平成３０年度につきましては、１,４２１

万９,１００円ということで、１８歳以下の

人数が減少となっていることに伴って、平

成３０年度から令和４年度までの間で、均

等割額の金額につきましては下がっている
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状況でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 私が一般質問でも

申し上げた部分と若干重複しますが、子供

さんの生まれている数が急激に減っている

中に、実は国保にも関わっている部分があ

るのでデータを出していただきました。 

 そもそも国保の加入者というのは、美幌

町で言えば、他の健康保険に加入すること

ができない零細な個人事業主であったり、

基幹産業の農業であったり、あるいは零細

企業で働いているために、社会保険に加入

できずに、全額自己負担で国保に加入す

る。その点で、取りあえず農業を置いてお

けば、今の経済で非常に影響を受けてい

て、大変厳しい状況だということはどなた

も分かるわけで、その中で、加入者の減少

はもちろんですが、国保加入者の、とりわ

け若い世代の中の未就学児の新たな発生と

いうのは、１年間で４人程度です。私はこ

こにも大変経済のしわ寄せが来ていると思

っているところです。 

 農業は比較的経年変化が出てこないし、

肥料だとか、そのようなものの影響はある

ので一概には言えませんけれども、主に個

人事業主と個人の企業で働く大変賃金の低

い方々の子供さんが関わっている。 

 ここに問題点が見えるわけで、そのよう

な点では、ちょっと議論は置いておきます

ので、大いに子育て支援をするとすれば、

大変見ておかなければならない階層ではな

いかと思っています。 

 取りあえず、データの分析まではいきま

せんので、数字をしっかりと受け止めて考

えてみたいということだけ申し上げて、こ

の部分の質問は終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 予算書の３０１

ページ、国民健康保険基金繰入金９,９００

万１,０００円について、令和５年度に９,

９００万１,０００円の繰入れを行うこと

で、基金残高が４,４６０万８,０００円と

なりますが、今後の国保会計の運営の見通

しについてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（佐々木 斉君） 御答弁

申し上げます。 

 国民健康保険は、平成３０年度から全道

の医療費を全市町村で負担する納付金制度

が導入され、納付金の額を基に道が算出し

た標準保険料率を参考に、市町村の保険税

率を決定することとなっております。 

 本町におきましては、国保基金を活用し

て現行税率での課税とすることで、激変緩

和に取り組んでおりますが、予算ベースで

は、国保基金の年度末残高は、４,４００万

円あまりの見通しとなったところでござい

ます。 

 しかしながら、これまで各年の決算ベー

スで見ると、国保税の伸びなどもあり、基

金を活用した財源調整は、予算額を下回る

状況にございます。 

 今後につきましては、統一保険料率や標

準保険料率を視野に入れて、財政状況と納

付金負担との調整を図りながら運営に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理

解をよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １３番馬場博美さ

ん。 

○１３番（馬場博美君） 御答弁いただき

ました。 

 それで、３点ほど再確認も含めてお伺い

したいと思います。 

 １点目、激変緩和措置ということになっ

ていますので、道が算出した標準保険料率

と比べて、現在の美幌町の保険料率は低い

という認識でいいのかどうかということで

す。 

 ２点目、御答弁の中で、今後については

統一保険料率でということですが、具体的
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な説明をお願いしたいと思います。 

 ３点目、先ほど質問したとおり、令和５

年度に９,９００万円を入れて、基金残高が

４,４００万円弱になるということで、多い

ときには、基金残高が３億円ぐらいあった

ときもあると思います。国保財政の見通し

について、これから推移すると、いろいろ

な負担状況によりますし、医療費の現状に

もよりますけれども、今後は現在の保険料

率よりも値上げしなければならない状況な

のかどうか。 

 この３点を伺います。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（関 弘法君） 今、３点

ほど御質問をいただきました。 

 まず、１点目の標準保険料率と今現在の

国民健康保険、美幌町の率との差でござい

ますが、当然今、標準税率よりも低い状況

になってございます。 

 ２点目の統一保険料の部分でございます

が、御承知のとおり、国民健康保険の都道

府県化というものが平成３０年より開始さ

れてございます。 

 これは、道内どこに住んでいても同一の

所得水準、世帯構成でございましたら、同

一の保険税としますという基本的な考え方

がございます。 

 つまり、都道府県化によって、保険給付

を道内全ての被保険者の相互扶助によって

賄うという観点からも、最も公平な負担の

在り方ということで、統一の保険料を北海

道で定めるということでございます。その

ため、市町村ごとに率が変わるということ

ではなくて、北海道全部で同じ率を使う、

それを統一保険料ということで定義づけさ

れてございます。 

 また、議員のお話のとおり、基金の残高

は予算ベースでいきますと、今回、令和５

年度末で４,４００万円程度ということでご

ざいます。 

 先ほど課長からも御答弁申し上げました

が、決算は、税収、保険税の伸びであるだ

とか、あとはインセンティブの交付金とい

うのが予算後に確定する、そのような都合

もございまして、例年、何千万円単位で歳

入が増えているという状況がございます。

予算の段階の説明でいいますと４,４００万

円程度なのですが、実際はその分が繰り戻

されるということを考えますと、そこまで

基金の残高は減ってこないだろうと考えて

ございます。 

 ただ、先ほどお話しましたとおり、標準

保険料率、こちらとの差は低いと。率で言

いますと、所得割での差は５％程度ござい

ます。また、均等割、平等割、二つ合わせ

ますと、１人当たり８,０００円から９,０

００円ぐらいの差があります。標準保険料

率に近づけるということは、今後の都道府

県化の統一料金にも近づいていくことにな

っていくのですが、現在はその差がありま

すので、その差につきましては、課長が申

し上げたとおり、緩和措置ということで基

金の繰入れを行ってございます。 

 そのような意味では、当然、基金も潤沢

に残るわけではございませんので、統一保

険料に向けた中で、基金の減り具合等を勘

案しながら標準保険料率または統一保険料

率を目指して、料金の改定はいずれ必要に

なってくるのだろうと考えてございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

４号の質疑を終わります。 

 議案第１５号令和５年度美幌町後期高齢

者医療特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１５号の質疑を終わりま

す。 

 出席説明員の入れ替えのため、暫時休憩
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します。 

 入れ替えが終わった後、すぐに再開いた

します。 

午後１時４９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時４９分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１６号令和５年度美幌町介護保険

特別会計予算について、歳入歳出一括して

質疑を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ３９５ページの

居宅介護サービス給付費１１億１,２００万

７,０００円ですが、前年度決算見込額との

比較による増減理由について御説明いただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 前年度決

算見込額との比較による増減理由で御答弁

させていただきます。 

 まず、令和５年度予算につきましては、

第８期介護保険事業計画の計画値に基づい

て計上しているものでございます。 

 令和５年度予算額１１億１,２００万７,

０００円に対しまして、令和４年度決算見

込額９億９,３１１万７,０００円。予算と

の差が１億１,８８９万円となっておりま

す。 

 主な増減理由でございますが、前年度決

算見込額と比較を行いまして、令和５年４

月より町内で新たに小規模多機能事業所が

開設されること。 

 あと、通所介護及び通所リハビリテーシ

ョンの利用者が増えることによって増額と

なっていることが見込まれます。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） この増減の中で

今、課長から説明があったように、小規模

多機能事業所が新たにオープンするという

ことで、一番増額が大きいのですが、計画

上、予算ではいわゆる定員ぴったりで、全

部通年で利用されるということで通う費用

を計上されているのでしょうか。それと

も、定員に対して一定の充足率を下回るよ

うな形で積算されているのか。その辺につ

いて御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 小規模多機能施設の令和５年度予算の計

画事業に掲載されている定員限度は２９名

で記載しております。 

 以上、御答弁させていただきました。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 同じく、３９５

ページの施設介護サービス給付費７億５,９

６４万５,０００円でございますが、これも

同様に、前年度決算見込額との比較による

増減理由、介護老人福祉施設、介護老人保

健施設の直近の稼働実績及び令和４年度の

見込みについて説明いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 施設介護サービス給付費の予算に対して

の決算見込みでございます。 

 令和５年度予算額７億５,９６４万５,０

００円に対しまして、令和４年度決算見込

額６億３,５８３万９,０００円で、予算と

の差が１億２,３８０万６,０００円となっ

ております。 

 増減の理由でございますが、入所者の要

介護度が高くなることや、住所地特例者が

増え、計画と比較しまして、施設利用者が

増えることを見込みまして増額としている

ものでございます。 

 続きまして、介護老人福祉施設及び介護

老人保健施設の状況でございます。 
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 直近の稼働率、介護老人福祉施設が常時

１００人の稼働に対しまして、令和５年度

については、同じく１００％の見込稼働率

でございます。介護老人保健施設の直近の

稼働実績、月平均７２.２名の稼働実績に対

しまして、令和５年度は月平均９８％の見

込稼働率となっております。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 介護老人保健施

設の直近の稼働率が７３.４人ということで

す。令和５年度の見込みで言うと９８％の

稼働率で積算されており、昨年も低かった

と思うのですけれども、その辺の稼働率の

低い要因について、行政側はどのような把

握をしているのか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 介護老人保健施設につきましては、従来

ロングショートのように、三、四か月で通

常は退去という形で、自宅に帰っていただ

くということを目的としていたのですが、

平成３０年度以前は、ロングショートとい

うか、つなぎで入所されていたのが現状だ

と思われます。 

 平成３０年度の国の法改正によりまし

て、３か月から４か月で自宅に帰すことに

しないと加算が得られないことから、法人

も大きくシフトしたということがまずあり

ます。 

 その中で、三、四か月でなるべく在宅に

向けて努力はしたのですが、新しい方、待

機者が、三、四か月であれば、ほかの施設

へ行くよという事実があったのも現状でご

ざいます。 

 それで、令和４年の当初からそのような

状況も受けて、企業もまず８０人を目標に

進めてまいりました。上期ぐらいの状況で

いきますと、７０名後半で推移していたの

ですが、御承知のとおり、第８波が１１月

から進みまして、こちらの施設はホームペ

ージでも掲載されているとおり、非常に多

くの感染者が出ている状況にありました。

入所を制限せざるを得ないということで、

昨年の１２月から２月の末ぐらいに向けて

入所を制限しているというのも非常に影響

がございまして、７２.２名という結果にな

っております。 

 今、事業所に確認したところ、同じく令

和４年４月から外国人の労働者も採用しな

がら、まずは８０名、９月には８５名と、

徐々に入所者を増やしていきたいという確

認が取れていますので、町としても連携を

取りながらバックアップしてまいりたいと

思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今の答弁の中に

外国人の福祉施設への就労というか、人が

入って来ていると私も聞いてはいましたけ

れども、現実に今美幌町で、この老人保健

施設の中に何人ぐらい施設側で受け入れて

仕事をしていただいているのか。実態が分

かればお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 外国人は６名で、内訳はミャンマー人が

３名、インドネシア人が３名と聞いており

ます。 

 以上、御答弁させていただきました。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、３９５ペ

ージの居宅介護予防サービス給付費６,７９

７万５,０００円の前年度決算見込額との比

較による増減理由について御説明くださ

い。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 居宅介護
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予防サービス給付事業について御答弁させ

ていただきます。 

 令和５年度予算額６,７９７万５,０００

円に対しまして、令和４年度決算見込額６,

２３３万９,０００円。予算との差が５６３

万６,０００円となっております。 

 主な増減の理由でございますが、通所リ

ハビリテーションの利用者が増えることに

よって増額が見込まれるものでございま

す。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、３９９ペ

ージの介護予防生活支援サービス等費６,１

５５万９,０００円について前年度の決算見

込み額との比較による増減理由について御

説明ください。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 介護予防

生活支援サービス事業について御答弁させ

ていただきます。 

 令和５年度予算６,１５５万９,０００

円。令和４年度決算見込額５,１４０万円。

予算との差が１,０１５万９,０００円とな

っております。 

 通所型サービスの利用者が増えることに

よって増額を見込んでいるものでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ７番坂田美栄子さん。 

○７番（坂田美栄子君） ３９９ページの

地域包括支援センター運営事業、高齢者虐

待予防研修会負担金２,０００円について、

高齢者虐待予防研修会の主催者及び内容と

参加対象者について教えていただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 高齢者虐

待予防研修会についての詳細でございま

す。 

 主催者につきましては、社会福祉法人北

海道社会福祉協議会でございます。 

 内容でございます。高齢者虐待防止法の

法的理解や虐待防止のために必要とされる

視点、求められる対応などを研修するため

の参加負担金。開催地は札幌市、１名分を

計上しているものでございます。 

 参加の対象者でございます。同市町村の

虐待防止担当職員、地域包括支援センター

職員、医療機関職員、その他介護に係る事

業者や施設の職員となっております。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 答弁いただきま

したが、例えば美幌町でどのような方がこ

うしたところに参加されるのかということ

と、それから２,０００円という予算で出席

する場合の負担というのは、どのようにな

っているのか、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 美幌町の

場合は、高齢介護グループの職員が出席す

る形になっております。 

 負担金の内容でございますが、資料代と

いう形で請求いただいているのが現状でご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） これには何名出

席されていますか。２,０００円で資料代と

いうことで間に合っているのかなと不思議

なところがあります。今回お聞きしたかっ

たのは、今、テレビで虐待についてよく報

道されているのですけれども、美幌町では

そういうお話は聞いてはおりませんが、こ

のようなことも起こる可能性はあると思い

ます。やはり一人でも多くの人たちがこの

ようなところに参加できることを考えても
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いいのではないかと思いますので、そのこ

とについてお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

 ３年ほど前、コロナ禍の前でありました

ら１名参加しておりましたが、コロナ後、

今はウィズコロナという形になりますが、

集合研修のほかに、オンデマンドといいま

すか、Ｚｏｏｍ等のハイブリッド方式とい

うのが今、この研修にかかわらず、自治体

の研修で非常に増えている状況にありま

す。 

 当然、集合研修というのは、札幌へ１名

行った後も必ずフィードバックして皆さん

の知識を高めるというのもあるのですが、

最近はコロナで教訓といいますか、得たも

のはハイブリッドということで、わざわざ

札幌へ行かなくても、美幌で少しの時間を

割いて多くの方が参加できるというＺｏｏ

ｍによるオンライン研修というものもやっ

ております。そこら辺をうまく工夫し両方

使いながらやっていきたいというのがまず

一つです。 

 次に、虐待が美幌町で起きているか、起

きていないかで言いますと、正直、虐待の

会議というのは、年に４件、５件という程

度で起きているのが現状であります。ほか

のところでよく報道されている事件にまで

は至っていないというのは幸いであります

けれども、実際はそのような形で包括、町

で連携して、どのようにケアをしていこう

ということで会議をしているのは何件か起

きています。 

 最後に、高齢者虐待の要因は一つとして

同じことはありませんので、それぞれの事

情により、複雑な問題を抱えた高齢者に対

応するために、いかに早期発見、早期対応

をするかが重要だと思っております。町と

包括というのがまず相談窓口になっている

のですけれども、そこをはじめ、介護等の

関係機関が虐待を受けている高齢者のサイ

ンを見逃すことなく、知識を高めながら虐

待防止に努めてまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） ４０１ページの

介護用品給付事業委託料２８８万２,０００

円の紙おむつ、尿取りパッド等の給付実

績、令和３年度、令和４年度見込みについ

て御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 介護用品

給付事業の給付実績等の御答弁をさせてい

ただきます。 

 こちらは、令和４年度から、６種類の介

護用品から１種類を給付という内容を１３

種類から二つを選ぶ、最大で２種類を給付

する形に拡充しております。 

 令和３年度合計延べ人数が３５６名、１

０３万７,９７３円、実利用人数が３５名。 

 令和４年度の見込みでございます。利用

延べ人数６４４名、１９７万６,２１５円、

実人数が３６名となっております。 

 以上、御答弁させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） １３種類に増や

して、最大で２種類を給付できるというこ

とで、大変喜ばれているのだと思います。 

 特に、尿取りパッドの部分が倍ぐらいの

延べ利用人数になっております。確かこれ

については非課税世帯ですので、実際に地

域で介護用品を届けるのは、今、全て民生

委員さんがやっているということです。利

用者さんが、拡充された制度についてよく

承知していないことはないということです

が、全体に周知されていると理解してよろ

しいですか。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 現在、民

生委員による配付をお願いしているところ
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で、制度が開始になったときには、いろい

ろな手段を通じて周知徹底しております。

また、事業者も通じて徹底しておりますの

で、十分、拡充の周知はされているのかな

と思っているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

６号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１４時２５分といたします。 

午後２時 ６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時２５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１７号令和５年度美幌町水道事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑

を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君） ４２３ページ、水

質検査手数料９９万３,０００円、費用の詳

細について説明をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 水質検査手数料の費用の詳細についてで

ございます。 

 水道水は、国が定める水道法第４条の規

定に基づき、水質基準に関する省令で規定

する水質基準に適合することが必要である

ことから、以下に記載しております項目に

ついて検査手数料を予算計上しているもの

でございます。 

 費用の詳細については記載のとおりでご

ざいますが、項目は一般検査から指標菌検

査までの８項目、種類としましては、上か

ら４項目は浄水の検査、浄水は飲み水とし

ての検査でございます。下の４項目につい

ては、処理する前の水、原水としての検査

となります。８項目の金額につきまして

は、計９９万３,０８０円を計上しておりま

す。 

 備考欄につきましては、法令に基づき、

必要な検査回数を記載しております。 

 浄水の採取場所でございますけれども、

役場庁舎の給水栓で採取しております。 

 原水の採取場所につきましては、日並浄

水場の着水井から採取しております。 

 以上が、費用の詳細でございます。 

 また、そのほかといたしまして、水源に

著しい変化が見られたときや、必要に応じ

た臨時の水質検査に対応できるよう、臨時

検査費用として４７万６,０００円を別途計

上しております。 

 これらの水質検査は、厚生労働大臣の登

録を受けた機関で、臨時検査など、緊急時

の対応が可能な機関に委託する予定でござ

います。 

 以上、説明いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 内容は分かりまし

た。 

 それで、費用の大半は浄水場での検査、

役場庁舎で採水ということは、本管の中に

ある水の定期検査ということだろうと思い

ます。そのほかに臨時検査費用として約５

０万円を確保していますけれども、一般家

庭において、どうも水の水質にちょっと不

安があるといった場合、明らかにさび水

で、その施設の劣化等で間違いなく水質が

悪化しているということは置いておいて、

どちらともつかないような不安な場合に、

最終的にどうしても水質検査、浄水側と最

終、末端、家庭の中での水質検査を併せ

て、水がどうなっているかということを検

証してあげなければならないと思うので

す。 

 そのようなことも臨機応変にこの臨時水

質検査費用の中に含まれているのか、それ
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だけをお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 一般住宅等からの問合せ、不安であると

いうお話があった場合についての対応です

けれども、基本的には臨時検査の中で対応

できるものでございます。 

 検査する場合については、当然、現地に

赴いて状況をよく把握して、把握した中で

検査が必要であるという判断をしたときに

は、検査を実施するという考えでございま

す。 

 ちなみに、令和４年度の実績でございま

すけれども、町民からの問合せがあったこ

とがありまして、それに対する臨時検査を

１件やってございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １番戸澤義典さん。 

○１番（戸澤義典君） 予算書４３５ペー

ジ、浄水配水設備費です。 

 高野第一加圧ポンプ所移設実施設計委託

料２,５００万円について、事業の内容、移

設の目的、場所等について御説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 事業の内容、移設の目的でございます。 

 この事業は、国土交通省北海道開発局が

整備する横断自動車道網走線、端野高野線

の道路工事に伴い、高野第一加圧ポンプ所

と、その周辺の配水管が支障となるため、

移設に係る実施設計委託料を計上している

ものでございます。 

 委託料の財源内訳につきましては、移設

補償費１００％、工事負担金で２,５００万

円を予算計上しております。 

 次に、資料の下段にあります位置図を御

覧ください。 

 場所は高野地区、美幌バイパス、高野イ

ンターチェンジ付近の詳細図になります。

中央の赤丸で囲っている箇所が高野第一加

圧ポンプ所であります。高野インターチェ

ンジから北側に位置しております。そし

て、その横に破線で矢印がついているの

が、予定している横断自動車道になり、矢

印の方向が至る北見端野になります。端野

高野線は、現道の美幌バイパスとつなが

り、新しく整備される道路に、高野第一加

圧ポンプ所がかかるため、移設となりま

す。 

 次に、移設場所についてですが、既存の

ポンプ室周辺に複数の候補地があります

が、現在のところは未定であります。 

 高野インターチェンジ付近は大きく線形

が変わるものですから、実施設計で、建物

の規模や周辺の配水管の取合いなど、調査

して、移設場所を決定していきたいと考え

ております。 

 続きまして、今後のスケジュールです

が、予定といたしまして、令和５年度に

は、高野第一加圧ポンプ所の移設実施設

計、令和６年度に用地取得、令和７年度に

ポンプ所建設、配水管敷設替え、令和８年

度に旧ポンプ所の撤去、配水管敷設替えを

予定しております。 

 以上、説明いたしました。よろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番戸澤義典さ

ん。 

○１番（戸澤義典君） 旭団地の仮称７号

棟、これの実施設計が約５５０万円から５

６０万円ということで、非常に複雑な設計

図になると思うのです。 

 それから比べると、今回はポンプ所です

から、設計自体はそこまでかからないと思

ったのですけれども、経費が４倍から５倍

になっております。 

 それから、これは全部を含めた工事費か

なと思ったのですが、設計委託だけで２,５

００万円というのは、どのような積算にな
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っているのか、お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） 前段の旭団地

の実施設計の関係で若干、御説明させてい

ただきたいのですが、先ほど五百何十万円

というお話でしたけれども、先ほども説明

しましたとおり、５年、６年の実施設計

で、総額では三千何百万円という額での実

施設計になっておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 上下水道課長。 

○上下水道課長（石山隆信君） 御答弁申

し上げます。 

 実施設計費用の２,５００万円ということ

でございますけれども、基本的に水道に関

する今回の委託費用につきましては、国が

定めている基準歩掛から算出、積算したも

のでございます。その部分で言うと、必要

な項目に沿って積算した結果でございまし

て、それについて２,５００万円という額の

委託料ということでございますので、御理

解いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

７号の質疑を終わります。 

 議案第１８号令和５年度美幌町公共下水

道事業会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 質疑なしと認めま

す。 

 これで、議案第１８号の質疑を終わりま

す。 

 議案第１９号令和５年度美幌町個別排水

処理事業会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

９号の質疑を終わります。 

 出席説明員の入れ替えのため、暫時休憩

いたします。 

 入れ替えが終わった後、すぐに再開いた

します。 

午後２時３６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後２時３７分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第２０号令和５年度美幌町病院事業

会計予算について、歳入歳出一括して質疑

を許します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君） ５０５ページ、

入院収益８億９,７９０万円。 

 前年度決算見込額との比較による診療科

別の増減理由について、また、地域包括ケ

ア病床の稼働率、令和２年度から令和４年

度の見込みについて御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 入院収益における前年度決算見込額との

比較による診療科別増減理由及び地域包括

ケア病床の令和２年度から令和４年度稼働

率の見込みについて御説明をさせていただ

きます。 

 まず、前年度の決算見込額との比較によ

る診療科別の増減理由でございますが、主

な増減要因といたしましては、１点目とし

て、令和４年度診療実績を踏まえて、病床

利用率を６７％に設定し、各科の入院収益

を積算しているというものでございます。 

 ２点目として、令和４年８月に外科医師

の採用によるものでございます。令和４年

度の見込みとしては、８か月で入院収益を

積算してございますが、令和５年度は１２

か月で積算しているものでございます。 

 ３点目として、診療報酬加算の上位取得

によるものでございます。感染対策向上加

算は、コロナ感染症受入重点医療機関とし

て、陽性患者様の受入れを行っていること
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から、加算３から加算２に上位取得してい

るものでございます。 

 また、医師事務作業補助体制加算につき

ましては、３年以上の勤務経験を有する職

員が５割以上配置されていることとの基準

を今回クリアしたことにより、加算２から

加算１に上位取得をしたものでございま

す。 

 各科目の詳細は、記載のとおりとなって

ございますが、令和５年度当初で、合計と

して８億９,７９０万円。令和４年度見込み

合計として８億６,５０５万１,０００円

で、差引き合計は３,２８４万９,０００円

の増となります。 

 次に、地域包括ケア病床の前年度稼働率

の見込みでございます。令和元年１０月か

ら８床の病床で稼働を開始しており、各年

度の稼働率につきましては、記載のとおり

でございます。 

 ただし、令和４年度につきましては、２

月末までの実績となってございますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 比較で増減の理

由は分かりました。 

 それで、この中で増減理由のところに書

かれている入院患者の単価増というのは、

今、課長の説明にありました上の診療報酬

の加算の部分での単価アップがあったから

上がっているのか、それとも、診療報酬全

体の中での改定で上がったりする要素があ

ったのかどうか。その辺について御質問し

たいのと、もう一つは、地域ケア病床の関

係が年々下がってきているわけですけれど

も、これは主にコロナによる影響で受入れ

が減っているのか、その辺の理由について

御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えさせ

ていただきます。 

 入院単価の増ということで御説明をして

いる部分でございますが、令和３年度から

本格的にＤＰＣの入院診療を始めておりま

して、従来から比較しますと、入院単価自

体が相当上がっておりまして、利用率が少

ない中であっても、それなりの収益が確保

できているということになっております。

したがって、診療報酬については、病院の

機能評価も含めて、係数で診療報酬の単価

が定められているものですから、病院の機

能を高めること、加算を上位取得していく

ことによって全体的な単価アップが見込ま

れるということでございます。 

 また、地域包括ケア病床の利用率でござ

いますが、一般の病床の利用率を今回は６

７％ということで積算しております。それ

は令和４年度の実績を基に積算しているわ

けでございますが、当然、令和４年度の病

床利用率が低いということになろうかなと

思っております。それに連動して、地域包

括ケア病床の利用率も下がっているという

ことなのですが、主な要因としては、やは

り新型コロナウイルス感染症による受診控

えが大きな影響を与えていると捉えている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 次に、５０５ペ

ージ、外来収益７億８,９６７万２,０００

円。 

 前年度決算見込額との比較による診療科

別の増減理由について御説明ください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の質問にお答えをさせていただきます。 

 外来収益における前年度決算見込額との

比較による診療科別の増減理由について御

説明させていただきます。 

 前年度決算見込額との比較、診療科別の

増減理由でございますが、外来収益につき

ましては、当初予算に対しまして堅調に推
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移していることから、１２月の補正は行っ

ておらず、前年度当初予算比で作成をさせ

ていただいておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 それでは、主な増減要因でございます。

１点目として、令和４年度診療実績を踏ま

えて計上をしているものでございますが、

先ほども述べさせていただきましたとお

り、外来収益が堅調に推移していることか

ら、前年度と同程度として外来収益を積算

しているものでございます。 

 ２点目として、令和４年度コロナ陽性検

査実施を踏まえて計上額に加算しているも

のでございますが、検査実績を基に見込額

を収益に加算し、積算をしているものでご

ざいます。 

 各科目の詳細は記載のとおりとなります

が、令和５年度合計額として、７億８,９６

７万２,０００円。令和４年度当初予算、合

計として７億７,８７９万１,０００円、差

引き１,０８８万１,０００円の増となって

ございます。 

 以上、御説明させていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今、説明があっ

た中で、外科の透析を含む部分が対前年度

との比較で一番収益が落ちています。これ

は外科（透析含む）ということですから、

透析患者自体は分からないですけれども落

ち込んでいなくて、それ以外の一般の外来

の部分でお客さんが減っているという受け

止め方でよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

質問にお答えさせていただきます。 

 上杉議員がおっしゃったとおり、透析の

患者数自体は変わっていないと捉えて積算

をしております。 

 ただ、透析診療自体がここ数年、診療報

酬の単価が下がってきているということで

いるものですから、今回の減額になった理

由は、主に診療単価の減という形になろう

かと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 続いて、５０９

ページの臨時医師報酬１億１,８８２万５,

０００円ですが、令和２年度から令和４年

度の見込みの主な増減理由について御説明

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 臨時医師報酬における令和２年度から令

和４年度の見込みの主な増減理由について

御説明をさせていただきます。 

 令和２年度から令和３年度の増減理由と

いたしましては、令和３年３月に総合診療

科の常勤医師が退職したため、週２日の非

常勤医師を４月と７月に採用したことによ

るものでございます。 

 次に、令和３年度から令和４年度の増減

理由につきましては、内科医師が令和３年

８月末に一度退職し、その後、１０月から

非常勤医師として勤務していただいたこと

によるものでございます。 

 令和４年度から令和５年度の増減理由と

いたしましては、麻酔科の実施回数が曜日

の関係から、令和５年度は３回多く予定を

されていること。また、手術時間外報酬を

１回当たり４時間として積算をしているこ

とによるもの。さらに、内科非常勤医師が

令和４年８月に離職したこと、他の内科非

常勤医師の勤務日数について、週１回木曜

日の勤務をしていただいていたところを、

月曜日の午前、火曜日の午後を追加し、週

２日として勤務していただいたことによる

増減でございます。 

 以上、御説明をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 
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○１１番（上杉晃央君） 同じく、５１３

ページの手数料、医師・薬剤師等紹介手数

料１,４３８万２,０００円ですが、令和２

年度から令和４年度の見込みと、職種別の

人数、金額について、また、令和５年度の

職種別の人数について御説明いただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 医師・薬剤師等紹介手数料の令和２年度

から令和４年度の見込み及び令和５年度職

種別人数について御説明をさせていただき

ます。 

 まず、紹介手数料１,４８３万２,０００

円のうち、紹介手数料につきましては、１,

３７２万３,０００円となってございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 人材確保についてでございますが、公的

機関の求人のみでは、必要な医療人材の確

保が難しい状況にあることから、人材紹介

会社の活用を行い、全国に人材を求め、採

用活動を行っている状況でございます。 

 令和２年度から令和４年度までの職種別

人数、金額につきましては、記載のとおり

となってございます。 

 また、令和５年度職種別人数といたしま

しては、４月採用予定の内科常勤医師１

名、７７８万３,０５０円、退職補充として

看護師１名、１２１万８,８８０円、薬剤師

につきましては、欠員補充として２名、４

３７万１９０円、現在勤務中の非常勤医師

で、１年に到達するまでの間、紹介手数料

がかかるということで、８月分までとして

積算をして、非常勤医師１名、３５万６４

円を計上してございます。 

 以上、御説明をいたしました。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 状況はよく分か

かりました。 

 それで今、コロナが大分落ち着いてきて

おりますので、いわゆる人材派遣していた

だく会社に対する医師の登録状況というの

は、コロナの一番ひどいときから見て大分

上向いてきていて、どこかに行きたいとい

う医者が増えてきているのかどうか、もし

その辺の状況が分かれば御説明いただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

 医師紹介会社の医師における登録数でご

ざいますが、やり取りする中においては、

コロナ禍の中であっても、医師の登録は相

変わらず続いているとお聞きしております

し、状況的にこれまでも様々な変化があっ

た中で、とどまる方、苦労をされて転勤を

望まれる方、それぞれいらっしゃると思い

ますが、登録数自体は平年並みに推移して

いるとお聞きしてございます。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今と同じ紹介手

数料のところなのですけれども、今、薬剤

師を２名募集しているという回答でした

が、定数は３名ということで、現在１名と

いうことです。 

 現在は１名でどうやっているのか、臨時

で誰かに頼んでいるのか、それとも、３名

いなければならないところが１名だったら

診療報酬か何かにはね返ってくるのか、そ

の辺のことをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

 当院における薬剤師は、３名枠というこ

とで定員を定めてございます。 

 薬局長が１人、あとは２病棟ありますの

で、各病棟に１名ずつ、病棟における服薬

指導を患者様に提供していくというのが基

本的な考え方になってございます。 

 現在は１名でございますので、当然でき

る範疇というのは限られてくるということ
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で、まずやらなければならない最低限の業

務である調剤、もしくは入院患者様の服薬

指導です。これについては１名の薬剤師が

やっておりますが、薬剤師でなくてもでき

る業務というのもございますので、助手を

雇用させていただいております。今、助手

は２名おりますが、業務分担をしながら、

あとは周りの医療従事者の御配慮をいただ

きながら運用をしている状況にございま

す。 

 このことによる診療報酬の減額はござい

ません。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 次に、５１５ペ

ージの謝金、医師手術介助謝礼等１６８万

円について、手術のときの医師は、どのよ

うな手術の際に、どのように依頼して派遣

してもらっているのか、派遣される医師の

診療科目をお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問ですが、手術時の医師及び手術内

容、診療科目について御説明をさせていた

だきます。 

 まず、謝金につきましては、医師手術介

助謝礼２２万３,０００円、講演等講師謝礼

３０万円、外部医師指導・情報交換謝礼１

１５万７,０００円となってございます。 

 手術介助についてでございますが、特定

の決まった手術により、決まった医療機関

からの派遣を受けている状況ではございま

せん。患者様の疾患に合わせて手術を行う

際に、必要に応じて他院の医師から手技や

サポートを受けるための謝礼を予算措置し

ているものでございます。 

 必要となる際に対応ができるように準備

をしているものでございますが、ここ数

年、手術介助の実績はございません。 

 以上、御説明をさせていただきました。

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 近年は執行して

いる実績はありませんということは、コロ

ナ禍だからだったのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

 コロナ禍なのでなかったということでは

なくて、常勤の先生たちが入れ替わる中で

必要に応じてということでございます。そ

のため、その先生方の考え方といいます

か、適用する患者様のこともありますけれ

ども、そのような状況の中でお手伝いいた

だくケースは近年はないということです。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） ５１５ページの

旅費４１８万１,０００円、研究雑費２４５

万６,０００円ですが、医師、看護師のみで

なく、介護士なども含め、積極的に手を挙

げ、研修の機会を得られるような体制が整

備されているのか、お知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 医師、看護師、技師、看護補助者等の研

修機会について御説明をさせていただきま

す。 

 まず、研修旅費の医師、看護師、技師に

つきましては、施設基準に必要となる研修

及び職員の能力向上等を勘案いたしまして

予算づけを行い、実施している状況でござ

います。 

 また、看護補助者や事務職員など、その

他の職員につきましては、必要に応じてウ

ェブ等の研修を行っている状況です。ま

た、各職場で必要性を判断し、研修の指示

をしているものでございます。 

 ただし、職員から研修希望があった場合

には、その都度、必要性を判断し、研修を

させる考えでございます。 

 以上、御説明させていただきました。よ
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ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 研修旅費と研究

雑費に分かれていますけれども、昔はもっ

と低い金額だったと記憶しています。 

 お医者さんとかに地方に来ていただくた

めには、研修や研究の機会を設けること

で、年々お医者さんの数も増えています

し、そのようなことでこれも増えていると

思うのですけれども、これはいいことだと

思っております。 

 コロナ禍だったから、この３年は仕方な

いのですけれども、やはり医師や看護師さ

んだけに終わらず、介護士の方でも、やは

りいい刺激を受けていただきたい。職員で

はないかもしれませんけれども、手を挙げ

る方にはそのような勉強をしていただくべ

きと感じています。 

 ここの回答にありましたように、ウェブ

などを行っておりと。今まではコロナ禍だ

ったので、これは仕方のないことですけれ

ども、いろいろな方との接触や情報を交換

したり、後々そのような方とずっとつなが

っていくということでは、やはり出かけて

いくということも大切だと思います。 

 コロナ禍も終わりに近づきましたので、

再度、そのようなことに力を入れていかな

ければいけないのではないかと思います。 

 その点に対して回答していただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

 病院における介護士、こちらも私どもに

とっては、本当に正規職員と変わらない職

員と捉えておりますので、必要な研修はし

ていただくと考えてございます。 

 病院でウェブ研修と今回は書かせていた

だいておりますが、年間を通してのプログ

ラムとして、パソコンを利用した研修を全

職員対象にやっております。感染対策から

個人情報の取扱いまで本当に様々な研修メ

ニューを、それぞれの職員がいつでもどこ

でも、自宅でも研修できるようなシステム

を採用させていただいているところでござ

います。 

 それに加えて、診療報酬を適切に得るた

めには、そのような研修を受けていること

という条件もついてくるものですから、必

要な研修は行っていただいておりますし、

ほかの病院に行って生の現場を見ていただ

くとか、他の病院の職員と交流する。そし

て、後々関係性を構築するということも本

当に大切なことだと思っておりますので、

そのような研修があれば積極的に行ってい

ただきたいですし、もし希望があれば、内

容を精査した上で行っていただくという考

え方でこれからも進めていきたいと思って

おります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 病院会計の５２

６ページ、病院会計の予定貸借対照表の中

の数字について確認を取りたくて質問しま

した。 

 令和５年度予算では、当年度純損失が１

億２,２３８万５,０００円と示されている

が、以下について説明願いたい。 

 ①この要因は何か、②一過性なのか、③

解決策は何か、④資金繰りの手持ち金が枯

渇した場合の対処方法はあるのか。 

 病院に、令和３年からはどうなっている

のかという問合せをした中で、意見なりは

聞いているのですけれども、まずこの４点

の回答を願います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） ただいま

の御質問にお答えをさせていただきます。 

 令和５年度予算当年度純損失が１億２,２

３８万５,０００円と計上されていることに

ついての御説明をさせていただきます。 
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 まず、１点目の要因についてでございま

すが、令和４年度の入院患者数などから大

幅な収益増加が見込めない状況であること

や、コロナ感染症に関し、ワクチン接種料

や国からの補助金を計上していないこと。

不採算地区病院の運営に要する経費の算定

方法の見直しにより、一般会計からの繰入

れが減少していることなどが要因となって

おります。歳出につきましては、電気料

金、重油の価格の上昇から、経費負担が増

えていることも大きな要因となってござい

ます。 

 次に、２点目の一過性なのかについてで

ございますが、コロナ禍後の患者動向は現

時点で見通せない状況であることから、一

過性かどうかの判断はできる状況ではあり

ませんが、地域における高齢者医療など、

今後もその必要性が高まると考えておりま

すので、住民の皆様が必要とする医療を継

続的に提供できるよう努めてまいりたいと

考えております。 

 ３点目の解決策は何かについてでござい

ますが、救急医療の体制維持など、公立病

院として不採算部門を担う役割があるこ

と。また、地域のかかりつけ医としての機

能や、急性期の入院機能についても保持し

ていく必要があることから、大幅な収支改

善は厳しい状況にあると考えますが、医師

などの医療従事者の確保、診療施設等の整

備を行いながら、地域連携による患者増の

取組などで、病床稼働率を高めるととも

に、診療報酬獲得のための加算取得などの

収益確保策と経費節減により、単年度収支

改善を図ってまいります。 

 次に、４点目の資金繰りの手持ち金が枯

渇した場合の対処方法はあるのかについて

でございますが、これまでの経営におきま

しても、単年度収支の赤字解消はもとよ

り、内部留保資金が枯渇することがないよ

う運営してきており、今後におきまして

も、現金ベースでの資金確保に努めてまい

りたいと考えているところでございます。 

 以上、説明をさせていただきました。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今回の項目が多

いので、四つの質問をしたいと思います。 

 まず、①の要因についてのところなので

すけれども、なぜこの部分が気になったか

と言うと、令和３年度はコロナ禍にもかか

わらず、単年度で３,０００万円の収益が出

ていました。久しぶりにいい金額でした。

ただ、これはコロナの関係のお金が来たの

かなと思っています。 

 その後、令和４年には、お医者さんが抜

けたりして収益が悪化したというのは分か

るのだけれども、このときもコロナの予算

が来ています。ただ、１２月まではマイナ

ス８,７００万円だったのですが、ベッドの

稼動の関係で補助金が出て、実は臨時会で

言っていますけれども、マイナス８,７００

万円がプラス３,５００万円で終わってよか

ったと思います。 

 ここまではよかったのですけれども、そ

の後、お医者さんが増えますという中で、

収益改善が見込めるかなと思ったら、実は

電気代金等の経費で３,０００万円ぐらい増

えたと。その分が大きかったなとは思うの

ですけれども、そうなると、この要因の中

で説明されていた不採算の考え方について

変わったのだという１個だけ。ちょっと僕

も抜けていたのですけれども、この部分で

どのようなことが起きたのか。まず、①の

場所はこの不採算のことを聞きたいです。 

 それで、次の②一過性なのかということ

ですが、これは一過性でないと大変なこと

になります。先ほど、他の議員の質疑に対

し、いろいろな収益改善に努めますよと言

っている以上は、これは一過性になると思

うので、判断してほしいと思っています。 

 次の③の解決策ですが、これについて

は、しっかり頑張るという形はあるのです

けれども、加算所得とか、先生方の診療の
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仕方が変わると言いまして、頑張っても、

医療機器とか機材がきちんとした充当が間

に合うのかどうか。この分の設備投資が大

きく反映されないといけないと思うのです

けれども、その辺の考え方を聞きたいで

す。 

 ④ですが、現在は資金ベースで、現預金

という形で会計上は残っていて、その部分

を使えるということで、現金ベースでは足

りていると思うのです。ただ、今年度の収

益の分でいくと現預金が半分になってしま

うので、これが一過性でなく続いていけ

ば、現預金ベースでお金がなくなります。

そして、資金枯渇となった場合、また対応

しなければいけないですが、その間、事務

局たちを含めたこの病院の資金繰りで相当

苦労なさると思いますので、この解決策が

必要かと思います。 

 この四つについてお願いします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） まず、不採

算地区病院の算定の変更点といいますか、

中身でございますが、これまで不採算地区

病院の算定については、病床の許可病床数

を基に一定の金額が来ていました。さら

に、変更点としては、コロナ禍の中で、や

はり病院の運営が大変だということで、そ

れに対する上乗せ分と併せて、病床の許可

病床数ではなくて、稼働病床数に変更され

ています。あとは、令和５年度の今回の積

算については、コロナ禍の中の対策分とし

てきているものが段階的に減らしていくと

いう見直しがされておりますので、今回、

令和５年度の一般会計からの繰入金の基に

なっている不採算地区病院の経費の算定に

ついては減少になったということでござい

ます。 

 また、一過性なのかの判断についてでご

ざいますが、今回、一過性かどうかの判断

はできませんとお答えをさせていただいて

おります。 

 この中身については、現在、コロナの感

染症が少なくなっているという状況にござ

いますが、今後、それが継続的にこのまま

なくなってしまうという見通しが今は立て

られません。もしかしたら、マスクの関係

もございますし、５類になった時点で感染

が拡大する可能性もあるということで、そ

この部分を過大に評価してしまうと、予算

的にも厳しいだろうということで、今回は

一過性かどうかの判断はできませんという

御回答をさせていただいてございます。 

 あとは、解決策についてでございます

が、説明の中にも組み込ませていただいて

おりますけれども、当然、今導入している

医療機器は年を重ねるごとに老朽化してい

くということでございますので、適切な時

期に新しいものに交換していくことが必要

になるかと思ってございます。 

 ただ、そこは過剰なものにならないよう

に、併せて経営的にどうなのかという判断

が当然あっての更新ということになろうか

と思います。今の当院の診療体制を継続

的、安定的に維持していくために必要な医

療機器については、やはり更新していくこ

とになりますので、それに対する投資はし

ていかなければならないということになり

ますし、そこの負担というのは、当然に生

じてくると捉えております。 

 資金繰りの関係で枯渇したらどうするの

だという、予算上、収支の損益でいきます

と、１億２,２００万円の赤字を計上せざる

を得ない状況にございますが、この要因と

しては、一番最初に御説明させていただき

ましたとおり、病床利用率が伸びないので

はないかということが大きいのかなと捉え

ております。 

 やはり病院なので、ベッドを持っている

以上、入院収益が上がらないと維持できな

いということでございますので、令和４年

の実績を基に積算することになるわけです

が、令和４年の実績が少なく、あまり今後

の見通しが立たない中で、病床利用率を６

７％に設定せざるを得ない状況にございま
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す。この状況が変わってきて、病床が回っ

て、入院患者様が増えてくることによっ

て、当然、収益が上がってくると思ってお

りますし、そこは現段階ではなかなか見通

しを立てることは難しいという状況にござ

います。 

 そのような中で、資金繰りをどうするか

ということでございますが、当然、予算ベ

ースでの貸借対照表、期末の現金について

は半分になるということでございます。こ

のまま継続していきますと、当然、予算ベ

ースでは枯渇すると見て取れると思います

が、そうならないような対応をしていかな

ければならないですし、そうなる前に解決

策を見出すということになります。しか

し、資金の問題なので、資金がない場合は

借り入れるという方法も選択肢の一つとし

て生じてくると思っているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） この回答の中で

一番気になるのは、住民が必要とする医療

を継続的に提供できるよう努めるというと

ころです。私もそのとおりだと思っていま

すが、再度質問をします。 

 ①の要因の中で、不採算の金額があり、

これはどのように変わったか、流れがどう

なるかということで、変わった内容につい

ても委員会等でまだ説明がなかったもので

すから、できれば不採算のお金の流れにつ

いて、金額だけでもいいので、令和２年か

ら５年の不採算の金額を提示していただけ

ればありがたいと思います。 

 それから、②については、一過性かどう

かはなかなか分からないけれども、コロナ

対策等がありますから、町民の分はやれる

ということが分かりました。 

 ③についてですけれども、先ほど高額な

機械を買ってもということでしたが、地域

のためには、やはり先生方にしっかり診察

してもらうという前提でいけば、検査機械

とか、器具とか、今以上にいろいろと努力

したほうが町民たちが安心できると思いま

す。 

 そこは、ある程度のお金をかけていいと

ころかと思うので、病院の中で、お医者さ

んたち、検査技師等、今の機械で足りるの

かどうか、どんな話があったのか、まずは

お聞きしたいです。 

 最後については、鋭意努力した中で、資

金繰り資金をどのようにして見つけるか

は、やはり事務長の力しかないものですか

ら、そこは努力してもらいたいと思いま

す。 

 残った二つについての回答をよろしくお

願いします。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） お答えしま

す。 

 検査体制につきましては、まずは検査ス

タッフの充実ということで、昨年の４月か

ら１人増員して検査体制の強化。特に、放

射線技師と検査技師については、夜間、休

日、救急外来の対応などで呼ばれることが

あり、かなり負担を強いていたということ

もありますので、人員的には１人ずつ増員

をしている状況にあります。 

 実際に検査をする体制としては、検査機

器については、十分に現場の職員と話をし

ておりますし、必要な物は全て必要なもの

という判断の下に整備をしてきておりま

す。ですので、これ以上、新たな機器の購

入というのは、計画的なもの以外、今のと

ころは特段考えておりません。 

 資金繰りの関係でございますが、当然、

経営をしている立場からすると、資金の枯

渇というのは絶対にあってはならない話で

ございますので、そうなる前に最大限の努

力をさせていただきたいと思ってございま

す。 

○議長（大原 昇君） 病院総務課長。 

○病院総務課長（以頭隆志君） 先ほどお

問合せをいただきました不採算地区のそれ
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ぞれ各年度の予算決算状況でございます。 

 令和２年度は１億２,８０３万２,０００

円、令和３年度は１億６,３６５万８,００

０円、令和４年度は１億５,５１２万３,０

００円、令和５年度は１億４,６５８万８,

０００円でございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

０号の質疑を終わります。 

─────────────────── 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日は、これで延会するこ

とに決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

      午後 ３時２２分 延会   
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